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１．専攻及び教育コース、研究指導、履修方法、修了要件、学位 

1－1 教育の理念 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科は、農学と工学の学問的背景と連携協力の実績を踏

まえて、農学と工学が連携・融合した教育研究領域の深化を図り、広範な知識に基づいた総

合的判断力と高度な研究能力を備え、技術・知識基盤社会の形成に資する高度専門技術を修

得できる大学院教育を行う。 

 

 

1－2 教育目標 
宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程では 21世紀の喫緊の課題である低環境

負荷・持続型生産システムの構築、持続型地域社会が必要とする社会基盤の保全、動植物及

び微生物の機能を活かした新規機能性食品の開発、地域バイオマス資源の有用物質への変

換、ナノテクノロジーを応用した機能性材料の創生、自然共生型エネルギーの活用とその変

換技術、省エネルギー化・高度情報化された生産技術の開発、高度なソフトウエアを活用し

た情報処理システムの構築等の課題解決に貢献できる人材を育成するとともに、社会人や

留学生を積極的に受け入れ、地域産業界との連携及び国際的教育を行う。 

カリキュラムポリシー                  

宮崎大学大学院農学工学総合研究科では、ディプロマ・ポリシー（修了認定・学位授与の方
針）に掲げる資質・能力を備えた人材を養成するため、以下の方針に基づいて教育課程を編成・
実施します。 

【教育課程の編成】 

１．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる科目を設置する。 
２．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力を修得する

科目を設置する。 
３．高度な専門的知識を主体的に学ぶ科目を設置する。 
４．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力を修得する

科目を設置する。 
５．学術論文を作成する能力を養成する科目を設置する。 

【教育内容・方法】 

１．各授業科目について、到達目標、授業計画、成績評価基準・方法、事前・事後の学習の指
示、ディプロマ・ポリシーとの関連を明記し、周知する。 

２．独創的な研究を遂行できる能力と、高い倫理観やリーダーシップを育む機会を提供する。 
３．研究に対して、専門的かつ多面的な考察をするために、農学と工学が融合した複数指導体

制の下で、適切な助言・指導を行う。 

【学修成果の評価】 

１. 学修目標の達成水準を明らかにするために、成績評価基準・方法を策定・公表する。 
２. 個々の授業科目においては、成績評価基準・方法に基づき、定量的又は定性的な根拠によ

り厳格な評価を行う。 
３. 学修成果を把握するために、教育活動、学修履歴、及び学生の成長実感・満足度に係わる

情報を適切に収集・分析する。 
４. ディプロマ・ポリシーに基づく学生の学修過程を重視し、在学中の学修成果の全体を評価

する。 
５. 学生が学修目標の達成状況をエビデンスを持って説明できるよう学修成果の可視化を行う。 
 

＊全教育コース同様 
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「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー） 

資源環境科学専攻 環境共生科学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 

１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
 
さらに、資源の枯渇、自然及び生活環境の悪化、食料危機などの人類が直面しつつある課
題に取り組むために必要な、以下の能力 
 
１．都市、農耕地、森林を一体化した循環系及び共生系として捉えられる能力 
２．健全な資源循環・環境共生型の農・工業生産体系を構築できる能力 
３．動植物生産過程における生態系の動態を解明できる能力 
 

【学位】博士（農学）又は博士（工学）又は博士（学術） 

 

資源環境科学専攻 持続生産科学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 

１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
 
さらに、資源の枯渇、自然及び生活環境の悪化、食料危機などの人類が直面しつつある課
題に取り組むために必要な、以下の能力 
 
１．動植物資源の利活用と動植物機能を開発向上できる能力 
２．動植物生産過程における生態系の解明や環境整備に寄与できる能力 
３．安心・安全な持続型の生物生産システムを開発できる能力 
 

【学位】博士（農学）又は博士（工学）又は博士（学術） 

 

生物機能応用科学専攻 生命機能科学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 
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１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
 
さらに、本地域及び国際社会が抱える食料・エネルギー・環境問題に取り組むために必要
な、以下の能力 
 
１．生体の機能について理解し、農学および工学分野に応用する能力 
２．食品成分の機能について理解し、農学および工学分野に応用する能力 
３．生体分子の機能について理解し、農学および工学分野に応用する能力 
 

【学位】博士（農学）又は博士（工学）又は博士（学術） 

 

生物機能応用科学専攻 水域生物科学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 

１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
 
さらに、本地域及び国際社会が抱える食料・エネルギー・環境問題に取り組むために必要
な、以下の能力 
 
１．微生物を用いた環境汚染物質の分解や地域バイオマス資源の利用技術を活用する能力 
２．水域における生態系を理解し水域・水産資源の管理と保全ができる能力 
３．食と健康に関わる水産資源や水域性の動植物・微生物の諸機能を解明し総合的に捉え

る能力と水域環境保全と水産増殖の両立を考案する能力 
 

【学位】博士（農学）又は博士（工学）又は博士（学術） 

 

物質・情報工学専攻 新材料エネルギー工学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 

１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
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さらに、環境調和・循環型及び高度情報化社会の課題に取り組むために必要な、以下の能力 
 
１．環境調和型新材料を創製する能力 
２．エネルギー変換技術に関する開発・解析ができる能力 
 

【学位】博士（工学）又は博士（学術） 

 

物質・情報工学専攻 生産工学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 

１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
 
さらに、環境調和・循環型及び高度情報化社会の課題に取り組むために必要な、以下の能力 
 
１．省エネルギー化・高度情報化された生産技術を開発できる能力 
２．高度なアルゴリズムとソフトウェアを活用した情報処理能力 
 

【学位】博士（工学）又は博士（学術） 

 

物質・情報工学専攻 数理情報工学教育コース 

宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位
を修得し、学位論文審査及び最終試験に合格した学生に、修了を認定し、学位（博士号）
を授与します。 

１．研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力 
２．高度な専門知識を主体的に学ぶ能力 
３．国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力 
４．計画的に研究を進め、それをまとめる能力 
５．農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力 
６．高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力 
 
さらに、環境調和・循環型及び高度情報化社会の課題に取り組むために必要な、以下の能
力 
 
１．高度なアルゴリズムとソフトウェアを活用した情報処理能力 
２．数理モデルを構築できる能力 
 

【学位】博士（工学）又は博士（学術） 
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1－3 専攻及び教育コース 

専

攻 

教育コー

ス 
教 育 研 究 内 容 

資
源
環
境
科
学
専
攻 

環境共生

科学教育

コース 

農林畜産業から生み出されるバイオマス資源を活用し、エネルギー問

題の解決と資源循環型地域社会の創出を目指す。また、森林を中心とし

た豊かな自然環境および多様な生物資源を利活用することで、温室効果

ガス抑制や水源涵養、環境修復、防災機能の強化、さらには快適な地域・

都市空間の形成といった環境問題に対応する。これらの課題に取り組む

ため、農学と工学を連携・融合させた学際的かつ総合的な教育研究を推

進する。さらに、持続可能な社会の構築に向けて、自然や生態系と調和・

共生するために必要な理論・技術・方法論を体系的に教授する。  

持続生産

科学教育

コース 

生物資源の有効利用や開発、適正管理を通じて、持続型生産科学技術

に関する教育研究を行う。そのため、植物生産科学、動物生産科学およ

び農業環境工学の各分野が連携し、総合的な農学教育研究を推進する。

具体的には、持続的生産に関わる動植物の生産機構の解析・制御、動植

物資源の利活用、動植物機能の開発・向上、病害虫の制御、動植物の生

理機能の解明、さらには動植物生産過程における生態系の動態解明に取

り組み、また農業生産における環境整備や機械化・装置化を通じて、持

続型生産システムの開発に対応できる理論・技術・方法論を教授する。  

生
物
機
能
応
用
科
学
専
攻 

生命機能

科学教育

コース 

動植物および微生物の有する生命機能を活用し、食と健康、生物資源

および環境を包括的に捉え、生化学、遺伝子工学、生物工学、食品機能

科学に関する教育研究を行う。さらに、微生物の潜在機能の開発を通じ

て、環境汚染物質の分解や地域バイオマス資源の有用物質への変換につ

いて、分子レベルから培養工学に至るまで、農学と工学の連携による教

育研究を推進する。また、地域食品の機能性評価システムの構築や機能

性物質の探索・検索システムの開発に関する教育研究を行い、これら食

品中の機能性物質に対する生体調節機構および解毒代謝について、細胞

レベルでの解明へと発展させる。これらの課題に対応するための理論・

技術・方法論を教授する。  

水域生物

科学教育

コース 

水生生物を活用した有効物質の探索や食品開発、有用微生物の探索と

応用、水産資源の管理に関わる水域生物の生態学的および遺伝学的解

析、ならびに水産増養殖に関する教育研究を行う。さらに、人間社会と

水域環境との関わりから生じる環境問題や資源管理、生態系の保全、食

料問題を水産科学的視点から総合的に捉える教育研究を推進する。これ

らを通じて、水域生物に関わる多様な課題に対応できる理論・技術・方

法論を教授する。  

物
質
・情
報
工
学
専
攻 

新材料エ

ネルギー

工学教育

コース 

環境調和・循環型の機能性材料の創生およびエネルギーの変換・解析

に関する教育研究を行う。そのため、化学、電気工学および材料工学の

各分野が連携し、ナノオーダーで制御された機能性材料の創生、新型薄

膜半導体の製造および評価技術、ならびに太陽電池・燃料電池等の自然

共生型エネルギーの高効率変換システムの開発に関する教育研究を推

進する。さらに、ハドロン物理学、原子物理学および天体物理学を基盤

として、高エネルギー粒子（素粒子、X線、レーザー、プラズマ等）のエ

ネルギー計測および解析に関する教育研究を行い、これらの分野におけ

る課題に対応できる理論・技術・方法論を教授する。  
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物
質
・
情
報
工
学
専
攻 

生産工学 

教育 

コース 

機械工学と情報工学を緊密に連携させ、生産技術の省エネルギー化およ

び高度情報化に関する教育研究を行う。具体的には、生産工学・振動工学・

流体工学に基づく計測・制御システムの開発、超微細かつ高品質な機械加

工技術や環境負荷に配慮した構造材料の開発、ならびに情報ネットワーク技

術・ソフトウェア技術・数理工学手法を基盤とした生産情報の知的管理に関す

る教育研究を行い、これらの課題に対応できる理論・技術・方法論を教授す

る。 

数理情報

工学教育

コース 

高度な情報処理技術および知識を基盤として、数理モデルの構築と解

法、アルゴリズムおよびソフトウェアに関する教育研究を行う。そのた

め、農学、生物学および情報科学が連携したバイオインフォマティクス

を通じて、医用情報の管理やゲノムに内包される情報の解明、さらに食

品が有する機能性（健康維持や抗ウイルス性）の解明および予測に関す

る教育研究を推進する。また、分子モデリングの理論開発、複雑な非線

形現象のモデル化・解析・シミュレーション、情報通信および集積回路

の解析・設計、自己修復型コンピュータシステムの開発に関する教育研

究を行い、これらの課題に対応できる理論・技術・方法論を教授する。  

 

1－4 本研究科で修学するにあたって 

農学工学総合研究科は皆さんが標準修業年限である3年間あるいはそれよりも短い期間で

修了し、学位を授与されることを期待しています。修学にあたっては常に指導教員と密接に

打ち合わせを行い、必要な指導を受けながら研究に従事してください。また、修学するにあ

たってのオリエンテーションやガイダンス等は必要に応じて実施するので必ず出席してくだ

さい。オリエンテーションには指導教員あるいはチューターと一緒に参加すると内容を理解

しやすいと思います。 

 また、宮崎大学には「1-22 主な問い合わせ先」に記載したように、支援内容に応じた様々

な学生生活支援組織があります。修学にあたっての悩み事や問題等が生じたら、先ずは指導

教員に相談し、それでも解決できない場合は、遠慮なく農工担当事務や大学の学生生活支援

組織などに相談してください。 

 

1-4-1 入学前後に行う手続き 

次の事項は入学前後に必ず行ってください。 

（１）連絡先等の届け出（学生調書の登録）（Web入学手続システムにて登録） 

（２）宮崎大学安否確認システムの登録内容の確認（詳細は1-21参照） 

（３） 学生教育災害傷害保険（及び必要に応じて学生教育災害傷害保険付帯賠償責任保険）

への加入 

（４）学生健康診断の受診（日時や場所は別途連絡あり） 

 （５）在学期間中に受講する全ての授業科目の届け出（「履修計画書」の提出）（農工担当

事務に提出） 

 （６）学内でのSSL-VPNの設定（詳細は1-4-3参照） 

 （７）研究等に使用するパソコンへのアンチウイルスソフトのインストール。大学が提供
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している“Trend Micro ApexOne,ServerProtect”は無料でインストール可能であ

る。なお、学外でインストールする場合は、SSL-VPNの設定が必要となる。（情報

基盤センターHP参照） 

   (８) 一般財団法人公正研究推進協会が提供するAPRIN eラーニングプログラム(eAPRIN)

の受講。受講についての詳細は、農工担当事務から連絡する。 

 

1-4-2 毎年行う手続き 

 次の事項は毎年必ず行ってください。 

（１）学生健康診断を受診する。（日時や場所は別途連絡あり） 

（２）その年度に受講する授業科目をわかばで履修登録する。（詳細は1-8参照） 

（３）その年度の研究計画を指導教員と相談する。 

（４）宮崎大学安否確認システムから緊急連絡があった場合は、必ず安否を回答する。 

（５）TAとRAの必要手続書類を農工担当事務に提出する。（社会人学生を除く） 

（６）「情報セキュリティ対策講習（Web受講）」は指定された期間内に受講し、必ず合

格する。合格しない場合、その年のMIDが自動的に停止となり、ネットワークの利用

ができなくなります。（受講期間は別途連絡あり） 

 

1-4-3 キャンパスネットワークの利用とMID 

宮崎大学に入学すると“MID”と呼ばれるキャンパスネットワーク利用 ID とパスワー

ドが発行されます。MID はキャンパスネットワークへの接続や各種サービスの利用に際し

て必要となります。宮崎大学において情報ネットワーク、情報システムを利用する際は、

ネットワークの適正利用を心がけ、情報セキュリティには最大限の注意を払うようにして

ください。 

宮崎大学のキャンパス内では通常の有線 LAN 以外に WiFi 接続が可能です。キャンパス

WiFi 接続に関する詳細は後述の 1-22節に記載した「情報基盤センター」に問い合わせて

ください。 

学外からの学内専用Webサイトの閲覧等における本学の情報システムの利用は、情報セキ

ュリティ対策により一部制限しております。学外から利用される方は、予め学内でのSSL-VP

Nの設定が必要となりますので、各自設定してください。（情報基盤センターHP参照） 

 

1-4-4 住所、連絡先等の変更 

 大学に届け出ている現住所、電話番号、電子メールアドレスなどに変更があった場合は、

速やかにオンラインで変更届を提出してください。 

URL https://jim-intra.of.miyazaki-u.ac.jp/form/gakuseiinfo/index.html 
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1－5 学生への連絡方法 

 本研究科から学生への連絡の大半は電子メールで行うので、原則、大学で割り当てた電子

メールアドレス（<id>@student.miyazaki-u.ac.jp）宛てのメールは必ず読んでください。 

大学で割り当てた電子メールアドレス宛てのメールを他のアドレスに転送設定することが

できます。また、学生の利便性を考えて、（任意ですが）他の電子メールアドレス（たとえば、

会社のアドレス、学生個人のアドレスなど）を農工担当事務に届け出れば、そのアドレス宛

にメール連絡をすることも可能です。ただし、授業に関しては、大学で割り当てた電子メー

ルアドレスのみに連絡します。 

 

1－6 研究の進め方 

主指導教員１名及び副指導教員２名以上が、履修指導及び研究指導を行います。学生は、

主指導教員及び副指導教員の研究指導に基づき研究計画を策定し、その研究計画に従って

調査・研究・発表等を行い、学位論文を作成します。 

研究を実施するにあたっては、学生教育研究災害傷害保険（学研災）等の保険に加入する

とともに、研究者倫理、生命倫理等に留意してください。また、学術論文、学位論文等の公

開出版物の作成に際しては著作権等に最大限の注意を払ってください。さらに、研究費は公

金で賄われていることから、調査・実験・発表等で研究費を使用する場合は、その適正な使

用を心がけてください。ネットワークの適正な利用とセキュリティに留意してください。 

 

1－7 履修の方法 

各授業科目の開講形態は事前に通知がありますが、ほとんどの科目は集中講義の形態で

実施され、科目毎に決まった教員コーディネータが事前に開講日程の調整を行います。 

全ての科目は、「基礎科目群」、「研究基盤科目群」、「特別研究」の３つに分類できます。

本研究科を修了するためには、基礎科目群（必修科目）から 3単位、研究基盤科目群（選択

科目）から 4単位以上、特別研究（必修科目）から 5単位の計 12単位以上を取得する必要

があります。自由科目は、修了要件には含みません。 

科 目 群 開 講 科 目 等 

基礎科目群 

（３単位） 

研究科共通（１単位 必修） 

研究科の共通科目である「研究者倫理」１科目を履修する。 

専攻必修科目（２単位 必修） 

教育コース毎に設定された融合科目１科目を履修する。 

① 環境共生科学教育コース 資源環境共生科学（融合科目） 

② 持続生産科学教育コース 持続生産科学（融合科目） 

③ 生命機能科学教育コース 生命機能利用学（融合科目） 

④ 水域生物科学教育コース 水域生物科学（融合科目） 

⑤ 新材料ｴﾈﾙｷﾞｰ工学教育コース エネルギー変換論（融合科目） 

⑥ 生産工学教育コース 設計生産システム論（融合科目） 

⑦ 数理情報工学教育コース 数理情報工学論（融合科目） 
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研究基盤科目群 

（４単位以上） 

専攻選択科目（選択） 

専攻選択科目から２科目以上を選択する。ただし、指導教員担当の

科目１科目を含むものとする。 

特別研究 

（５単位） 

 

 

教育コース毎に設定された特別研究の１科目を履修する。 

学生は主指導教員及び副指導教員の研究指導に従い、研究計画を策

定し、調査・研究・発表等を通じて学術論文を作成する。 

指導教員は学生に対して以下の指導を行う。 

第１段階では、研究テーマと直接関係した文献調査、研究テーマと

関連する研究領域の動向・将来性などについての文献調査及び的確な

研究計画の策定をさせる。 

第２段階では、研究計画に基づきデータの解析や収集を行わせる。

さらに、学生には、研究の進捗状況を研究科又は専攻等が開催するセ

ミナー、あるいは国際学会等において英語による口頭発表を２回行わ

せる。さらに、研究成果は学会等で発表するよう指導する。 

第３段階では、これまでの論文誌等の投稿論文や発表論文を纏め、

学位論文の作成について、指導を行う。 

①環境共生科学教育コース 環境共生科学特別研究 

②持続生産科学教育コース 持続生産科学特別研究 

③生命機能科学教育コース 生命機能科学特別研究 

④水域生物科学教育コース 水域生物科学特別研究 

⑤新材料ｴﾈﾙｷﾞｰ工学教育コース 新材料ｴﾈﾙｷﾞｰ工学特別研究 

⑥生産工学教育コース 生産工学特別研究 

⑦数理情報工学教育コース 数理情報工学特別研究 
 

自由科目群 キャリアデザイン（１単位） 

科学英語テクニカルライティング講座（１単位） 

英語プレゼン演習（１単位） 

次世代研究者インターンシップ（１単位） 

ジョブ型研究インターンシップ（２単位） 
 

  
1－8 履修手続 
各専攻の授業科目及び授業内容は、「２．授業科目の内容」に記載されています。履修す

るに当たっては、主指導教員の指導を受け、「履修計画書」を指定された期日までに提出し

てください。「履修計画書」には３年間で受講予定のすべての科目を記入する必要がありま

す。 

さらに、毎年度始めに、その年度で受講する科目について学務情報システム（わかば）

https://wakaba3.of.miyazaki-u.ac.jp/campusweb/よりWeb上で科目登録を行って下さい。な

お、学外から利用される場合は、予め学内でのSSL-VPNの設定が必要となります。 

 

1－9 学位 
学位の種類については宮崎大学学位規程第 2 条に、学位の授与要件については第 3 条に
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規定されています。 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者には博士（農学）、

博士（工学）又は博士（学術）の学位が授与されます。なお、学位の英語名称は日

本語名称に関わらず  “Doctor of Philosophy”（略称  “Ph.D.”）  となります。  

 

1－10 修了要件 
博士後期課程の修了要件については、宮崎大学学務規則第 76条第 2項及び第 3項に規定

されています。以下にその要点を要約します。 

（１）修了要件は、農学工学総合研究科に 3年以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、修士課程又は博

士前期課程を含めて３年以上の在学で足りるものとする。（※1-13早期履修制度の適

用） 

（２）修士課程修了と同等の学力を有するものとして入学を認められた者の在学期間、修

得単位数、学位論文審査及び最終試験については、（１）と同様とする。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１年以上在学

すれば足りるものとする。（※1-13早期履修制度の適用） 

 

1－11 学位論文審査申請の要件 
1-11-1 学位論文提出の時期 

学位論文は３年次の後半の学期以降の６月あるいは１２月に提出することができます。

ただし、優れた業績を上げた者については提出時期を早めることができます。（詳細は 1-13 

早期履修制度を参照。） 

 

1-11-2学位論文審査申請の要件 

（１）学位申請論文の主たる部分が学術論文誌等に原則として２編以上掲載されている、

あるいは掲載が決定されていることとする。以下、この学術論文を「参考論文」とい

う。 
 （２）参考論文は原則として申請者が筆頭著者であることとする。なお、申請者が筆頭著

者でない場合の取り扱いは各専攻で別途定めるものとする。 

（３）参考論文のうち１編を、複数編の査読つき講演論文（Proceedings など）で代える

場合の詳細は各専攻が別途定めるものとする。 

（４）参考論文の共著者に指導教員（主指導教員又は副指導教員）を含む論文が１編以上

あることとする。 

（５）短期履修制度及び早期履修制度に基づき、農学工学総合研究科における在学期間が

１年間で学位授与を申請する場合、参考論文の共著者に指導教員（主指導教員又は副

指導教員）を含む論文を必要としないこととする。 

（６）参考論文を農学工学総合研究科入学前５年以内に発表された学術論文とすること

ができる。 

※ 学位論文の審査申請において参考論文として提出できる“学術論文誌”の要件は、

別途定められています。指導教員に相談してください。 

 
1-11-3 学位論文審査と最終試験 

 例年、９月修了の場合は６月頃に、３月修了の場合は１２月頃に学位論文審査申

請を受け付けています。詳細なスケジュールは農工担当事務から指導教員に連絡さ

れます。  

 本研究科運営委員会は提出された論文の受理の可否を決め、主査１名、副査４名
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以上からなる学位論文審査委員会を立ち上げます。学位論文審査委員会は公聴会を

含む学位論文の審査を実施し、さらに最終試験を行います。  

 

1－12 学位論文の作成と公開 
学位論文は原則、全文をインターネットに公開することとなっています。本学では、学術

情報リポジトリ https://miyazaki-u.repo.nii.ac.jp/にて公開しています。 

（１）学位論文の作成要領は本履修案内の「4－5 宮崎大学大学院農学工学総合研究科博

士後期課程における学位論文の作成要領」を確認してください。 

（２）学位論文作成にあたっては最大限著作権等に留意して執筆してください。特に、他

者の業績や、自身の参考文献の一部転載や引用などを行うときは注意してください。

さらに、学術雑誌論文等の場合は学会や出版社等に著作権を委譲している場合があ

るので注意してください。詳細は本履修案内の「4－7 宮崎大学学術情報リポジトリ

登録許諾書」を確認してください。 

（３）学位論文の全文をインターネット上に公開できないやむを得ない理由がある場合

には、学位論文の要約のみを公表する申請を行うことができます。 

 

1－13 早期履修制度 
学位論文は 3 年次の後半の学期以降に提出することができますが、1-10 で説明したよう

に、優れた業績を上げた者については提出時期を早めることができます。これを「早期履修」

といいます。ここで、「優れた研究業績を上げた者」とは、1-11の参考論文が３編以上ある

者とします。なお、農学工学総合研究科入学前５年以内に発表された学術論文で、学位論文

の主部を構成するものを全てカウントすることができます。 

 

1－14 長期履修制度 
職業を有している等の事情により、規定する標準修業年限（３年）を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望し、申請が認められた学生を

長期履修学生といいます。 

長期履修を希望する場合の資格及び申請手続きは以下のとおりです。 

（資格）次のいずれかに該当する者 

（１）職業を有する者（自営業及び臨時雇用を含む。ただし、臨時雇用は単発的なもの

を除く。） 

（２）家事、育児、介護等を行う必要がある者 

（３）その他農学工学総合研究科長が長期履修することが必要と認めた者 

（申請手続き） 

（１）申請書類 

・長期履修申請書 

・長期履修申請許可書（職業を有する者のみ） 

（２）提出期限 

適用する年次の前年度の、４月入学生は２月末日まで、１０月入学生は８月末日

まで 

 

1－15 次世代研究者挑戦的研究プログラム 
本学は、博士後期課程学生による挑戦的・融合的な研究を支援し、優秀な博士人材が様々

なキャリアで活躍できるように研究力向上や研究者能力開発を促す事業である次世代研究

者挑戦的研究プログラム（国立研究開発法人科学技術振興機構）に採択されており、本学で

組織された次世代研究者選抜委員会に選抜された優秀な博士後期課程学生に対して、生活
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費相当額（月額 18万円）及び研究費（40～70万円）の支給や、キャリア開発・育成コンテ

ンツ（国際性の涵養、学際性の涵養、キャリア開発、トランスファラブルスキルの習得、イ

ンターンシップ等）をはじめとする様々な支援を提供します。選抜された学生は、研究費等

の公正かつ効率的な事業予算の執行、指定科目の履修、学内外との共同研究事業への参画等

が義務となります。なお、対象者や選抜方針、日程等の詳細については、下記ホームページ

を確認してください。 

 

次世代研究者支援室 連絡窓口 

電話 0985-58-7870 

E-mail nextgen-research@miyazaki-u.ac.jp 

URL https://www.miyazaki-u.ac.jp/jisedai/ 

 

1－16 奨学金 
本学では、日本学生支援機構奨学金（JASSO）を始め、地方公共団体及び各種奨学金団

体の奨学金を取り扱っています。詳しくは学び・学生支援機構学生支援課へ問い合わせるか、

宮 崎 大 学 の ホ ー ム ペ ー ジ （ https://www.miyazaki-u.ac.jp/manabi-jim/campus-life-

info/scholarship/）より「奨学金について」のページをご覧ください。（宮崎大学トップペー

ジ→学生生活・就職→奨学金情報） 

 

日本学生支援機構 大学院博士後期課程 貸与月額 

第一種（無利子） 80,000円,122,000円から選択 

第二種（有利子） 50,000円,80,000円,100,000円,130,000円,150,000円から選択 

なお、奨学金申し込みの募集説明会が４月上旬に開かれますので、入学後すぐに一斉メー

ルや HP・Webclass、各学部の掲示板でご確認ください。 

※ 日本学生支援機構奨学金の返還免除申請は、例年１月頃受付が始まります。したがって、

９月に修了する学生で返還免除を申請する場合は在学中に学生支援課に相談してくださ

い。 

 

1－17 学生教育研究災害傷害保険（学研災） 
この保険は、学生の互助共済制度として、大学に在学する学生が正課中に被った種々の災

害、又は通学途中やキャンパス内での課外活動中に被った災害を救済するために設けられ

た補償制度です。 

（１）大学院生は研究活動に携わりますので全員加入が義務です。 

（２）インターンシップ等に参加する際には、別途、「学生教育研究災害傷害保険付帯賠

償責任保険（学研賠）」にも加入してください。加入手続きについては学生支援課（創

立 330記念交流会館１階）に問い合わせてください。 

・学生教育研究災害傷害保険（学研災）加入費 ３年間分 2,600円 

・学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険（学研賠）加入費 ３年間分 1,020円 

※当初の加入期間を過ぎて在学する場合は、新たに加入手続きを行ってください。 

 

1－18 授業料免除 
経済的理由等により授業料の納付が困難な者に対しては、申請に基づき各期（前期・後期）

ごとに選考のうえ、徴収すべき授業料を全額又は一部免除される制度があります。選考の可

否は、本学で決定します。 

【申請時期等について】 

 前期：申請時期 ３月～４月上旬頃（予定） 
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    結果通知    ７月下旬頃（予定） 

 後期：申請時期    ９月上旬頃（予定） 

    結果通知   １２月上旬頃（予定） 

 ※結果は学内掲示および、学資を主として負担している方に郵送で結果を通知します。 

 

1－19 リサーチアシスタント(RA)及びティーチングアシスタント(TA) 
農学工学総合研究科では、学生（社会人入学生を除く）を RA 及び TA として雇用する制

度があります。主指導教員と相談のうえ、申し込んでください。 

時間単価 1,429円（令和７年度） 

 

1－20 同窓会 
本研究科独自で同窓会は運営しておらず、修了後は農学部同窓会あるいは工学部同窓会

の会員となります。なお、所属する同窓会は、主指導教員が所属する学部の同窓会となりま

す。 

このために、入学後に新入生の名前や所属専攻、主指導教員名、連絡先などの個人情報を

農学部あるいは工学部に提供します。もし、個人情報の提供を望まない場合には、農工担当

事務へ連絡してください。 

 

1－21 その他 
（１） 宮崎大学は「宮崎大学安否確認システム」と呼ばれる緊急通報システムを運用して

います。宮崎やその周辺で大災害が発生した場合には、このシステムは学生を含む

大学関係者全員に緊急通報を送信し、安否確認の回答を要請します。 

従って、学生は全員、本システムの登録及び（もし送られて来たら）緊急連絡への

応答が必須です（防災訓練時を含む）。 

⚫ 安否確認システム URL https://www.e-kakushin.com/login/ 

⚫ 登録方法等については「安否確認システム ポケットマニュアル」を参照して

ください。 

（２） 定期健康診断を受診することは学生の権利であると同時に義務ですので、必ず受診

するようにしてください。日時や場所は別途連絡があります。なお、社会人学生で、

雇用先でも同様な定期健康診断を受診する場合には、大学で改めて受診する必要は

ありません。 

（３） 海外渡航時（私事旅行含む）は届出が必要です。オンラインで提出してください。 

   【渡航届】 

日本語版入力フォーム： 

https://jim-db.of.miyazaki-u.ac.jp/Ex/publicform/cdb79890-a543-11ef-ac8c-

cdbeaf58c29a 

英語版入力フォーム： 

https://jim-db.of.miyazaki-u.ac.jp/Ex/publicform/ec2ff7a0-a543-11ef-a7aa-

7d2c38d822bb 
【帰国届】 

日本語版入力フォーム： 

https://jim-db.of.miyazaki-u.ac.jp/Ex/publicform/6e7d8210-5761-11ee-aab3-

8911743db33b 

英語版入力フォーム： 

https://jim-db.of.miyazaki-u.ac.jp/Ex/publicform/8adb09c0-5761-11ee-9702-

eb6af74a590c 
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1－22 主な問い合わせ先 

農学工学総合研究科の事務は、工学部教務・学生支援係（農学工学総合研究科担当）で行

っています。連絡先は、以下のとおりです。 

 

・工学部教務・学生支援係（農学工学総合研究科担当） 

   電話 (0985)58-7870 

E-mail noukou-k@miyazaki-u.ac.jp 

 

 その他の問合せ先について、以下に記載します。 

 

・安全衛生保健センター（健康診断等） 

電話 (0985)58-3423 

  E-mail kokoro@miyazaki-u.ac.jp 

URL https://www.miyazaki-u.ac.jp/anzen/ 

 

・学び・学生支援機構学生支援課（奨学金、授業料免除、学生教育研究災害傷害保険等） 

 電話 (0985)58-7976、7140、7882 

 E-mail keizaishien@miyazaki-u.ac.jp 

URL https://www.miyazaki-u.ac.jp/manabi-jim/ 

 

・情報基盤センター（木花キャンパス） 

電話(0985)58-2867 

  E-mail query@miyazaki-u.ac.jp 

   URL https://www.cc.miyazaki-u.ac.jp/ 

 

・ハラスメント相談 

  相談員（ハラスメント等相談員、学生指導教員）や相談窓口（所属の教務・学生支援

係、安全衛生保健センター、学生なんでも相談室など）に遠慮なく相談してください。

相談員は守秘義務を負っていますので相談内容などが関係者以外に漏れることはあり

ません。 

 

  安全衛生保健センター（木花キャンパス） 

  電話 (0985)58-3423 

 

  学生なんでも相談室 

  場所 創立 330記念交流会館 学生なんでも相談室（平日１２：００から１６：００） 

電話 (0985)58-7935 

E-mail soudan@miyazaki-u.ac.jp 
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（１）研究科共通（１単位） ★はコーディネーター

回数

山本 昭洋 ★ 准教授 4

各指導教員 4

（２）専攻必修（２単位） ★はコーディネーター

回数

井戸田 幸子 教授 1
平田 令子 教授 1
髙木 正博 教授 1
鈴木 祥広 教授 1
藤掛 一郎 教授 1
末次 大輔 教授 1
雉子谷 佳男 教授 1
森田 千尋 教授 1
伊藤 哲 教授 1
関戸 知雄 准教授 1
李 春鶴 ★ 准教授 1
糠澤 桂 准教授 1
篠原 慶規 准教授 1
松根 英樹 准教授 1
櫻井 倫 准教授 1

圖師 一文 教授 1
井上 慶一 教授 1
坂本 信介 教授 1
竹下 稔 教授 1
湯淺 高志 教授 1
河原 聡 教授 1
佐伯 雄一 教授 1
川末 紀功仁 教授 1
國武 久登 教授 1
續木 靖浩 教授 1
井口 純 教授 1
稲葉 丈人 教授 1
本勝 千歳 ★ 教授 1
石田 孝史 准教授 1
稲葉 靖子 准教授 1
高橋 俊浩 准教授 1
仲西 友紀 准教授 1
平野 智也 准教授 1
増田 順一郎 准教授 1
山本 昭洋 准教授 1
安達 鉄矢 准教授 1
木下 統 准教授 1
徳永 忠昭 准教授 1
高橋 伸弥 助教 1
※計15コマを開講する

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

環
境
共
生
科
学
教
育
コ
ー

ス

資源環境共生科学
(融合科目)

(Environmentally
Harmonized Technology
and Science）

TL011

2
１
～

２
講義

持
続
生
産
科
学
教
育
コ
ー

ス

持続生産科学
(融合科目)

(Sustainable
Agricultural Technology
and Science)

TL240

21 世紀の課題である資源・環境問題を克
服し、自然や生態系と調和した持続的な社
会システムの構築に貢献できる人材を養成
するために、農学と工学とが連携・融合
し、双方の視点から総合的に資源環境共生
学の基礎知識や地盤・構造体の役割、森
林・草地の役割について講義する。

2
１
～

２
講義

質の高い持続的な動植物生産システムを構
築するために、「持続生産科学」を教授す
る。具体的には、動植物生産の解析・制
御、動植物資源の利活用、動植物機能の開
発・向上、病害虫の制御、生産物の品質向
上、動植物の生理機能の解析、動植物生産
過程での生態系の動態解明、および生産の
ための環境整備と機械化・装置化などにつ
いて講義する。これにより、「国際性」、
「生命科学」、「地球環境の保全」につい
て理解を深める。

授業内容
単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員

教員

授業
形態

社会に対する科学技術の役割と使命を理解
し、研究者・技術者として守るべき研究者
倫理の基本、及び社会への貢献と責任につ
いて理解を深める。

2. 授業科目の内容

2－1 必修科目（３単位）

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業担当教員
授業内容

教員

全
教
育
コ
ー

ス

研究者倫理

(Researcher Ethics)

TK010

1
１
～

２
講義
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回数

吉田 直人 教授 2
榊原 陽一 教授 2
山﨑 正夫 教授 3
服部 秀美 ★ 教授 3
井澤 浩則 教授 3
塩田 拓也 准教授 2

深見 裕伸 ★ 教授 2
内田 勝久 教授 2
長野 直樹 教授 2
引間 順一 教授 2
鈴木 祥広 教授 1
田岡 洋介 教授 2
村瀬 敦宣 准教授 2
Urbancak Henrik
Karol

准教授 2

五十嵐 明則 教授 1
奥山 勇治 教授 1
酒井 剛 教授 1
迫田 達也 教授 2
白上 努 教授 1
西岡 賢祐 教授 1
廿日出 勇 教授 1
森 浩二 教授 1
山内 誠 教授 1
吉野 賢二 教授 1
荒井 昌和 教授 1
井上 謙吾 ★ 准教授 1
加来 昌典 准教授 1
甲藤 正人 准教授 1

岡崎 直宣 教授 2
山子 剛 教授 3
木下 統 准教授 3
宮内 優 准教授 3
藤川 俊秀 准教授 2
大西 修 ★ 准教授 2

淡野 公一 ★ 教授 3
Thi Thi Zin 教授 2
飯田 雅人 教授 2
山森 一人 教授 2
穂高 一条 教授 3
日吉 健二 准教授 3

2
１
～

２

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員
授業内容

生
命
機
能
科
学
教
育
コ
ー

ス

生命機能利用学
（融合科目）

(Bioscience and
Biotechnology）

TM010

2
１
～

２
講義

微生物を活用した有用物質の生産（微生物
が生成する多糖分解酵素の有効利用な
ど）、 生体調節機能と生体内酵素類の働
きとの関係、食品栄養素の代謝とその利用
について、農学と工学とが連携・融合し、
双方の視点から総合的に講義する。

教員

水
域
生
物
科
学
教
育
コ
ー

ス

水域生物科学
（融合科目）

(Marine Biological
Science)

TM150

2
１
～

２
講義

人間社会と水域環境との関わりから生ずる
環境問題、資源管理、生態系の保全、食料
問題等多くの課題を水産科学的に捉らえ、
水域生命利用化学、水域資源生物生態学、
水族分子生物学、水族生理・病理学的側面
から、上記の諸課題の問題点を提議し、今
後の水域生命科学の在り方についての方向
性の一つを示す。

講義

高度情報化社会における新産業の創出と、
環境負荷低減技術やエネルギーの有効利用
を志向した高度な設計工学、制御技術、生
産情報システム、およびこれらの基盤とな
るソフトウエア技術、情報ネットワーク技
術、数理工学的手法等について基礎と先端
技術の概説を行う。

新
材
料
エ
ネ
ル
ギ
ー

工
学
教
育
コ
ー

ス

エネルギー変換論
（融合科目）

(Energy conversion)

TN220

2
１
～

２
講義

光エネルギー・化学物質・電子の持つエネ
ルギーの相互の変換する機能を持つ電子素
子・触媒等の機能性材料の基礎と先端技術
について講義する。また、Ｘ線と物質の相
互作用や高温プラズマの物理､天体の物理
状態の予測等による宇宙の進化や、電気及
び光エネルギーの発生や伝送及びそのシス
テムと計算機を用いた解析等についても講
義する。

数
理
情
報
工
学
教
育
コ
ー

ス

数理情報工学論
（融合科目）

(Computer Science and
Bio-informatics)

TN240

2
１
～

２
講義

種々の現象を微分方程式で記述し、それを
解く数理的方法、回路素子、システム、モ
デル、分析手法などの基礎と先端技術及び
農業システムにおける数理モデルの構築と
利用について講述する。

生
産
工
学
教
育
コ
ー

ス

設計生産システム論
（融合科目）

(Design and Production
Technology)

TN230
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2－2 専攻選択科目（４単位）
（1）資源環境科学専攻
（1-1）環境共生科学教育コース ★はコーディネーター

回数

鈴木 祥広 教授 1
宇田津 徹朗 教授 1
戸敷 浩介 ★ 教授 2
篠原 慶規 准教授 2
狩野 秀之 准教授 2
関戸 知雄 准教授 2
大榮 薫 准教授 1
糠澤 桂 准教授 2
中野 敦 准教授 2

山本 直之 ★ 教授 5
村上 啓介 教授 2
竹下 伸一 准教授 3
福林 良典 准教授 3
篠原 慶規 准教授 2

光田 靖 ★ 教授 3
伊藤 哲 教授 2
髙木 正博 教授 2
藤掛 一郎 教授 2
雉子谷 佳男 教授 2
平田 令子 教授 2
徳本 雄史 准教授 1
櫻井 倫 准教授 1

飛佐 学 ★ 教授 8
安在 弘樹 准教授 7

井戸田 幸子 ★ 教授 3
田中 秀典 教授 3
石垣 元気 准教授 2
橋口 正嗣 准教授 2
新美 光弘 准教授 3
権藤 崇裕 助教 2

持続型社会の構築に必要な自然と人為的生
態系とが調和した環境共生システムに関し
て、未利用資源の利活用、資源循環（水、
窒素、炭素など）と環境保全との関係、自
然と人為的環境との共生技術および環境修
復技術などの側面から、農学と工学とが連
携・融合し、総合的に講義する。

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

講義

農山村地域、都市地域、沿岸地域における
大規模自然災害による農・工業生産機能お
よび生活機能の低下を抑制し、国土保全機
能を強化することにより、農山村地域と都
市地域が健全かつ持続的な発展を図るため
の社会基盤システムのあり方、社会経済学
的方法、地域計画学的手法などについて、
農学と工学とが連携・融合し、双方の視点
から総合的に講義する。

授業担当教員
授業内容

環
境
共
生
科
学
教
育
コ
ー

ス

環境共生科学特論
(融合科目)

(Advanced Study for
Environmentally
Harmonized Technology
and Science)

TL030

2
１
～

２
講義

森林資源保全利用学

(Conservation and
Utilization of Forest
Resources)

TL050

2
１
～

２
講義

森林資源の持続的かつ高度利用と森林環境
の保全・管理・計画技術について講義す
る。森林の様々な生態系サービスと人為活
動のインパクトの解析・予測に基づく森林
保全の在り方、ならびに広域森林資源の経
営・管理・計画の方法論を解説するととも
に、樹木と森林微生物等の森林資源の高度
利用技術について講述する。

社会基盤災害軽減学
(融合科目)

(Disaster Mitigation for
Infrastructure)

TL040

2
１
～

２

草地システム科学

(Ecology and Management
of Grassland Systems)

TL060

2
１
～

２
講義

システム（土－草－動物－環境系）として
の草地・草原の資源管理・利用・保全につ
いて講義する。農業的観点からは、環境と
調和した飼料草類の生産・利用から家畜生
産までを解説する。非農業的観点からは、
草地・草原のアメニティ機能や種・環境保
全機能などについて論ずる。

草本植物資源開発・利用学

(Development and
utilization of bio-
resources in grasses)

TL070

2
１
～

２
講義

草本植物の地球資源的利用を考える。すな
わち、資源開発のための植物バイオテクノ
ロジーの原理とそれに基づく導入・育種の
理論、資源利用のための個生態・栽培の理
論および動物栄養の理論などについて概説
するとともに、国内外の暖地における飼料
生産・利用の現状を討議する。

教員
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回数

大島 達也 教授 5
松根 英樹 ★ 准教授 5
大榮 薫 准教授 2
稲田 飛鳥 准教授 3

森田 千尋 ★ 教授 3
村上 啓介 教授 2
入江 光輝 教授 2
末次 大輔 教授 2
李 春鶴 准教授 2
福林 良典 准教授 2
中野 敦 准教授 2

資源環境科学専攻が掲げるディプロマポリ
シーに沿い、地球環境の保全、生命科学、
国際性の素養を携えた研究者や高度技術者
を育成するため、
①環境と調和した地域社会基盤施設の設
計・建設技術
②自然災害に強い地域社会基盤構築技術
③地域社会基盤の維持管理と再生技術
④持続可能な地域・交通計画
について最新の考え方と具体的方法を講義
する。

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員

教員
授業内容

環
境
共
生
科
学
教
育
コ
ー

ス

資源循環化学特論

(Advanced Lecture on
Chemistry of Materials
Cycle and Resources
Utilization)

TL090

2
１
～

２
講義

地球上の地圏、大気圏、水圏および生物圏
における資源・物質循環における最近の問
題点と、化学変換および物質分離を基礎と
した資源の有効利用技術、資源のリサイク
ル技術、バイオマスの利活用技術を解説
し、資源循環の観点からの環境保全技術に
ついても講義する。

2
１
～

２
講義

地域社会基盤特論

(Advanced Civil
Engineering)

TL260
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（1-2）持続生産科学教育コース ★はコーディネーター

回数

圖師 一文 教授 3
本勝 千歳 ★ 教授 4
稲葉 靖子 准教授 3
増田 順一郎 准教授 3
霧村 雅昭 助教 2

國武 久登 ★ 教授 8
平野 智也 准教授 7

竹下 稔 ★ 教授 8
安達 鉄矢 准教授 7

河原 聡 ★ 教授 3
井口 純 教授 3
高橋 俊浩 准教授 3
仲西 友紀 准教授 3
西村 慶子 准教授 3

續木 靖浩 ★ 教授 4
井上 慶一 教授 3
坂本 信介 教授 4
石田 孝史 准教授 4

木下 統 ★ 准教授 7
横道 政裕 准教授 7
日吉 健二 准教授 1

湯淺 高志 ★ 教授 5
佐伯 雄一 教授 4
稲葉 丈人 教授 3
山本 昭洋 准教授 3

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員
授業内容

持
続
生
産
科
学
教
育
コ
ー

ス

先端園芸学

(Advanced Horticulture)

TL140

2
１
～

２
講義

目覚ましい発展を遂げる園芸分野におい
て、園芸作物の特性を把握し、高品質なも
のを環境や生産者に負荷をかけずに如何に
効率的に生産し、消費者･実需者に享受し
てもらうかの数々のアプローチについて講
述し、論議する。これにより、「国際
性」、「生命科学」、「地球環境の保全」
について理解を深める。

植物育種学特論

(Advanced Plant Breeding
Science)

TL160

2
１
～

２
講義

質の高い持続的な植物生産システムの構築
に植物育種学の分野から貢献するために、
植物の遺伝、遺伝資源の探索・評価とその
育種的利用、ならびに代謝、細胞、染色体
および遺伝子工学的手法による植物育種の
現状と課題について教授する。

植物保護学

(Plant Protection)

TL170

2
１
～

２
講義

環境に配慮した持続的な植物生産システム
の構築に応用昆虫学・植物病理学の分野か
ら貢献するために、総合的病害虫管理の観
点から病害虫の発生生態、診断、検出、分
類、天敵を利用した生物的防除法の開発と
天敵の機能強化、および各種防除法の最新
知見と課題について解説する。

資源の枯渇、自然及び生活環境の悪化、食
料危機などの人類が直面しつつある課題に
取り組むために、以下の能力を備えるよう
講義する。すなわち、安全で高品質な動物
生産をいかに効率的かつ持続的に行うか」
という課題に対して、動物の生殖機能の解
析による新たな機能開発や動物を中心とし
た生態系の動態解明と制御に関して、分子
レベルから個体・集団レベルまで総合的な
視点に立って解説する。これにより、「国
際性」、「生命科学」、「地球環境の保
全」について理解を深める。

動物資源生理生化学

(Physiology and
Biochemistry of Animal
Resources)

TL180

2
１
～

２
講義

資源動物を有効に利用するための栄養化学
と機能性飼料の開発、畜産食品の生産・衛
生および製造過程における生物学的、化学
的、物理学的な諸現象の分析、「食の安全
性と人間の健康」に重点を置いた高品質な
畜産製造食品の開発に関して解説する。

動物機能情報制御学

(Methodology of Animal
Breeding and Management)

TL190

2

生産環境工学特論
（融合科目）

(Advanced Environmental
Engineering in
Agricultural and
Industrial Production)

TL250

2
１
～

２
講義

生物生産における環境情報システム工学・
農業環境工学に関する計測・解析・制御・
評価方法と改善対策等を解説する。また、
農業を営む上で重要となる水環境、土壌環
境、労働環境、環境情報システム等の基礎
と先端技術について生産工学的な立場から
講述する。特に、農作物の持続的生産に不
可欠な栽培環境のミクロ的現象からマクロ
的現象までの正確な情報の把握とそれに対
応した改善対策を解説する。

作物生産学

(Recent Crop Production
Science)

TL130

2
１
～

２
講義

イネやダイズといった、主要作物の生産に
関わる遺伝子資源、作物改良や、土壌環境
などの生産環境および生態系について学習
する。それらを基盤として、今日に気候変
動に関連する国際的な視野から作物生産に
対する理解と知識の習得を目指すととも
に、生態系と持続的農業に関して考察す
る。データの捉え方として統計処理の基礎
をWebを利用した自学自習によって習得す
る。

教員

１
～

２
講義
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(2)生物機能応用科学専攻
（2-1）生命機能科学教育コース ★はコーディネーター

回数

吉田 直人 ★ 教授 4
廣瀬 遵 准教授 4
塩田 拓也 准教授 4
宮武 宗利 助教 3

榊原 陽一 ★ 教授 4
井澤 浩則 教授 3
黒木 勝久 准教授 4
宇都 卓也 准教授 4

服部 秀美 教授 5
菅本 和寛 ★ 教授 5
江藤 望 准教授 5

山﨑 正夫 ★ 教授 5
山﨑 有美 准教授 5
小川 健二郎 准教授 5

授業内容
コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員

生
命
機
能
科
学
教
育
コ
ー

ス

微生物機能利用学
（融合科目）

(Applied and Molecular
Microbiology)

TM030

2
１
～

２
講義

微生物の多様な機能を理解し、それらの機
能を利用した物質生産や環境浄化の基盤技
術を解説する。遺伝子から酵素、細胞レベ
ルまでの幅広い知識と関連づけ、農学系、
医学系、工学系の担当教員が連携・融合
し、双方の視点から総合的に講義する。

生体情報解析学
（融合科目）

(Bioinformatics)

TM040

１
～

２
講義

新規な生体高分子立体構造解析方法、タン
パク質モデリングの基礎理論、ポストゲノ
ム時代におけるタンパク質研究方法論な
ど、生命科学分野について農学と工学が連
携・融合し、総合的に講義する。

応用生物化学
（融合科目）

(Applied Biochemistry)

TM160

2
１
～

２
講義

次の点に関して、実例を挙げて解説すると
共に議論します。
1. 食品中の生理活性物質の性質、抽出
法、分離法、化学合成法。
2. 食品成分による免疫調節機能と老化抑
制。
3. バイオマスを利用したバイオマテリア
ルの開発及び応用。

教員

食品の機能性に注目し、生活習慣病の予防
効果が期待される食品成分とその作用につ
いて、培養 細胞や実験動物を用いた実
験、疫学調査、介入試験などのデータを用
いて解説する。

2

食品機能化学

(Food Chemistry and
Nutrition)

TM070

2
１
～

２
講義
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（2-2）水域生物科学教育コース ★はコーディネーター

回数

林 雅弘 教授 5
田中 竜介 教授 5
田岡 洋介 ★ 教授 5

長野 直樹 ★ 教授 5
深見 裕伸 教授 5
村瀬 敦宣 准教授 5

引間 順一 ★ 教授 5
河野 智哉 准教授 5
宮西 弘 准教授 5

 

吉田 照豊 ★ 教授 5
内田 勝久 教授 5
Urbancak Henrik
Karol

准教授 3

西木 一生 准教授 2

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員
授業内容

水
域
生
物
科
学
教
育
コ
ー

ス

水域生命利用科学

(Applied Science of
Marine Bioresource)

TM100

2
１
～

２
講義

水産増養殖は、日本において創出された総
合的科学として発展してきた経緯があるも
のの、現状ではいくつかの研究領域におい
て、問題点が浮かび上がっている。その分
析を行うとともに対応策を検討し、さらに
水産科学の未解決領域に挑戦する際の戦術
的見地についても考察する。特に、主要な
養殖魚に関連する栄養、代謝、疾病、餌飼
料および環境微生物等について講述し、代
謝工学や分子栄養学的側面から水産生物を
理解させる。さらに、各種魚介類の諸組織
に含まれる成分を精査することによって海
洋生物資源が人類にとって極めて有用であ
ることを理解させると共に、専門的な知識
を教授する。

水域資源生物学

(Biology of Aquatic
Animals)

TM110

2
１
～

２
講義

海洋における生物生産環境の多様性を理解
させるために、研究対象の背景となる最新
の海洋観測法を具体的に示し、最新の海洋
観測機器や海洋生物調査法の知識を深化さ
せる。さらに、近年急速に重要な知見が蓄
積されつつある水棲生物の生態学的特徴や
分類学を理解させることを目的として、棲
息環境、繁殖条件などに関してその適応、
戦略、資源、多様性および進化などの水域
生物資源に関わる専門的知識を教授する。

2
１
～

２
講義

１）水域に生息する脊椎動物の内、特に魚
類についての分子背物学的な知見を中心に
教授する。特に遺伝子の転写・発現機構や
形質転換や形質導入技術について解説す
る。
２）水棲生物(特に魚類)の免疫調節分子な
らびに生理活性ペプチドについて解説す
る。
３）魚類の免疫系遺伝子について解説す
る。
４）原始的な多細胞動物である刺胞動物に
ついて、近年明らかとなってきた分子生物
学的知見を含めながら、単純な体制から複
雑な体制への進化について教授する。

水族生理・病理学

(Fish Physiology and
Pathology)

TM130

2
１
～

２
講義

魚類や水棲無脊椎動物の繁殖生理現象につ
いて解説し、その現象に関わるホルモン機
構をこれまでの研究データを 示して分
子・遺伝子レベルで理解させる。また、こ
のような基礎的な知見を用いて開発された
魚 類の卵子や精子形成および産卵に関わ
る繁殖制御技術についての知識を習得させ
る。さらに、魚 介類の生体防御機構につ
いて、各種病原体に対する魚介類の感染防
御機構例を示しながら、液性 ・細胞性の
感染防御機構における哺乳動物との類似性
と差異を明示し、水域生物の感染防御機構
を理解させる。また、事前に教材などを提
供し、魚類生理や病理に関して自ら予習･
復習を実施させる。

水族分子生物学

(Aquatic Molecular
Biology)

TM120

教員
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（3-1）新材料エネルギー工学教育コース ★はコーディネーター

回数

酒井 剛 ★ 教授 3
奥山 勇治 教授 3
松永 直樹 准教授 3
井上 謙吾 准教授 3
鍋谷 悠 准教授 3

白上 努 教授 3
甲藤 正人 准教授 3
加来 昌典 准教授 3
松本 仁 ★ 准教授 3
亀山 晃弘 助教 3

吉野 賢二 ★ 教授 2
福山 敦彦 教授 2
西岡 賢祐 教授 2
荒井 昌和 教授 2
鈴木 秀俊 准教授 2
境 健太郎 准教授 1
永岡 章 准教授 1
太田 靖之 准教授 1
佐藤 大輔 准教授 1
東 智弘 准教授 1

五十嵐 明則 ★ 教授 8
前田 幸重 准教授 7

山内 誠 ★ 教授 4
廿日出 勇 教授 4
森 浩二 教授 4
武田 彩希 准教授 3

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員
授業内容

教員

新
材
料
エ
ネ
ル
ギ
ー

工
学
教
育
コ
ー

ス

機能性材料特論

(Advanced lecture on
functional Materials)

TN040

2
１
～

２
講義

化学物質からエネルギーを取得する固体材
料および環境浄化のための触媒創生技術の
基礎と先端技術について講義する。特に、
無機材料の物理的・化学的機能と電子構造
等の固体化学特性の関係を詳述し、高機能
化のための組成・構造設計、解析法および
合成法について講義する。

光・レーザー工学
特論

(Advanced
Photochemistry、 Laser
and Photonics
Engineering)

TN050

コ
ー

ス

2
１
～

２
講義

レーザー工学や量子エレクトロニクスを基
礎とし、材料技術およびレーザー・光を活
用した物質加工技術・物質変換等の先端技
術について講義する。また、先端的な量子
電子工学のトピックスや、物質と高強度
レーザーとの相互作用を基礎とした光応用
プロセスに関して講義を行う。光反応の基
礎と応用では、光化学について、その基礎
から応用までを講義する。励起種および短
寿命活性種の関与する化学反応、解析方法
について講述するとともに、光触媒やエネ
ルギー変換について講義する。

半導体材料特論

(Advanced lecture on
semiconductor materials)

TN060

2
１
～

２
講義

半導体を中心とする電子材料に関して、基
本的な物性、創生技術および計測・評価技
術の基礎と先端技術について講義する。特
に半導体におけるエネルギー変換機構、高
効率エネルギー変換材料形成法、エネル
ギー変換デバイスについて材料技術の立場
から講義する。

量子エネルギー特論

(Advanced Quantum
Physics on Elementary
Processes)

TN080

2
１
～

２
講義

原子分子から素粒子原子核に至る物質の量
子的な側面を励起・脱励起、電離・再結
合、反応機構、崩壊過程、等を通して低エ
ネルギー領域から高エネルギー領域に亘る
エネルギー変換の諸機構について量子論的
基礎および実験の両面から講述する。

宇宙エネルギー工学特論

(Advanced Lecture on
High Energy
Astrophysics)

TN090

2
１
～

２
講義

宇宙で発せられる高エネルギー粒子・X線
などの観測方法および解析手法の基礎と先
端技術について解説する。

（3）物質・情報工学専攻
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（3-2）生産工学教育コース ★はコーディネーター

回数

河村 隆介 ★ 教授 5
大西 修 准教授 5
古池 仁暢 助教 5

川末 紀功仁 教授 2
李 根浩 教授 3
盆子原 康博 ★ 准教授 3
舛屋 賢 准教授 3
藤川 俊秀 准教授 2

片山 徹郎 ★ 教授 4
油田 健太郎 教授 4
池田 諭 准教授 4
山場 久昭 准教授 3

河村 隆介 教授 4
川末 紀功仁 教授 4
山子 剛 教授 4
李 根浩 ★ 教授 3

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員

教員
授業内容

生
産
工
学
教
育
コ
ー

ス

設計生産技術特論

(Advanced lecture on
design and production
manufacturing)

TN110

2
１
～

２
講義

資源と環境を考慮した「ものづくり」の開
発や研究のために必要な素材・設計・生産
に関わる基礎と先端技術について講述す
る。

可視化情報振動工学特論

(Advanced lecture on
visualized information
and vibration
technology)

TN120

講義

可視化情報工学を利用した計測技術の基礎
と先端技術として、ＣＣＤカメラを用いた
構造物や生態の計測技術、エンジン燃焼室
に対する可視化計測技術、実験モード解析
を利用した振動モード形状の可視化手法、
基礎的な線形システムの状態方程式と安定
性理論、モーションキャプチャシステムを
使った身体運動計測技術について講述す
る。

高度生産情報
システム特論

(Advanced lecture on
computer integrated
production systems)

TN140

2
１
～

２
講義

高度生産情報システムの構築について、知
的生産システムや高機能情報ネットワーク
の観点から論じる。知的生産システムの内
容として、確率的アルゴリズムなどの、シ
ステムで用いる効率的なアルゴリズムの設
計方法や、ソフトウェア設計手法やテスト
手法を用いたシステムの品質管理について
取り上げ、高機能情報ネットワークの内容
として、高信頼なネットワークシステムを
構築するための技術について取り上げる。

農工計測解析特論

(Advanced lecture on
measurement and analysis
of agricultural and
engineering production)

TN210

2
１
～

２
講義

工学系で研究・開発された計測解析技術を
農学系の分野に適用し、農産物の生産工場
並びに生存環境の保全に活用する手法を教
授する。

2
１
～

２
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（3-3）数理情報工学教育コース ★はコーディネーター

回数

今 隆助 教授 3
飯田 雅人 ★ 教授 3
出原 浩史 教授 3
梅原 守道 准教授 3
小林 俊介 准教授 3

内山 良一 教授 2
武居 周 教授 2
田村 宏樹 教授 2
椋木 雅之 教授 2
山森 一人 ★ 教授 3
青木 謙二 准教授 1
井上 健太郎 准教授 1
伊達 章 准教授 1
崇風 まあぜん	 特別助教	 1

淡野 公一 教授 3
Thi Thi Zin ★ 教授 3
穂高 一条 教授 3
中 良弘 准教授 3
横道 政裕 准教授 3

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員

教員
授業内容

数
理
情
報
工
学
教
育
コ
ー

ス

生物の数理モデル
特論

(Advanced lectures on
Mathematical models in
Biology)

TN160

2
１
～

２
講義

生物、化学、物理で観察される現象の中で
パターン形成のメカニズムをモデル化した
方程式について、方程式の導出と理論的解
析方法の基礎について講述する。

情報処理
ソフトウェア特論

(Advanced Lecture on
Computer Software)

TN170

2
１
～

２
講義

生物の有する優れた環境適応力や柔らかな
情報処理機構を模擬した機構を、ソフト
ウェア的に実現する方法の基礎と先端技術
について講述する。

情報処理
ハードウェア特論

(Advanced lecture on
information processing
hardware)

TN180

2
１
～

２
講義

生物の神経や脳が示す優れた情報処理機能
を模擬した知能情報システムを、ハード
ウェア的に構築するための理論と先端技術
について講述する。特に、アナログ集積回
路、センサー、自律移動ロボット、画像処
理、制御工学、光通信デバイス等の技術に
ついて解説し、新しい知能集積システムの
構築について講述する。
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2－3 特別研究（５単位）

回数

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)

単
位
数

配当
年次

授業
形態

授業担当教員
授業内容

5

水
域
生
物
科
学

教
育
コ
ー

ス

水域生物科学
特別研究

(Advanced Research on
Marine Biological
Science)

TM140

１
～

３

実験
・

実習

学生は、主指導教員及び副指導教員の研究
指導に従い、研究計画を策定し、調査・研
究・発表等を通じて学術論文を作成する。
指導教員は学生に対して以下の指導を行
う。
　第１段階では、研究テーマと直接関係し
た文献調査、研究テーマと関連する研究領
域の動向・将来性などについての文献調査
及び的確な研究計画の策定をさせる。
　第２段階では、研究計画に基づきデータ
の解析や収集を行わせる。さらに、学生に
は、研究の進捗状況を研究科又は専攻等が
開催するセミナー、あるいは国際学会等に
おいて英語による口頭発表を２回行わせ
る。さらに、研究成果は学会等で発表する
よう指導する。
　第３段階では、これまでの論文誌等の投
稿論文や発表論文を纏め、学位論文の作成
について、指導を行う。

5

数
理
情
報
工
学

教
育
コ
ー

ス

数理情報工学
特別研究

(Advanced Research on
Computer Science and
Bio-informatics)

TN190

5

環
境
共
生
科
学

教
育
コ
ー

ス

環境共生科学
特別研究

(Advanced Research on
Environmentally
Harmonized Technology
and Science)

TL120

5

主指導教員
及び副指導教員

持
続
生
産
科
学

教
育
コ
ー

ス

持続生産科学
特別研究

(Advanced Research on
Sustainable Agricultural
Technology and Science)

TL220

5

生
命
機
能
科
学

教
育
コ
ー

ス

生命機能科学
特別研究

(Advanced Research on
Bioscience and
Biotechnology)

TM090

新
材
料
エ
ネ
ル
ギ
ー

工
学
教
育
コ
ー

ス

新材料エネルギー
工学特別研究

(Advanced Research on
Advanced Materials and
Energy)

TN100

5

生
産
工
学
教
育
コ
ー

ス

生産工学特別研究

(Advanced Research on
production technology)

TN150

5

教員

25



回数

　
森田 千尋 ★ 教授 8

佐伯 雄一 ★ 教授 8
科学英語テクニカル
ライティング講座

(Scientific English
Technical Writing
courses)

TJ020

佐伯 雄一 ★ 教授

英語プレゼン演習 主指導教員 8
 及び副指導教員

(English Presentation 
Seminar) 1

TJ030

佐伯 雄一 ★ 教授
次世代研究者
インターンシップ

(Internship for Next 主指導教員
Generation Researchers)

TJ040

森田 千尋 ★ 教授

主指導教員

 及び副指導教員2
１
～

３

講義
・

実習
（通年）

産業界と大学が協力して実施する長期・有
給・ジョブ型のインターンシップに参加す
る。企業はジョブディスクリプション（業
務内容、参加に必要とされる知識・能力
等）を提示し、学生と業務内容とのマッチ
ングを経てインターンシップへの参加が決
定する。

1
１
～

３

講義
(前期)

1 講義
(後期)

1

全
教
育
コ
ー

ス

１
～

３

講義
(通年)

キャリアデザイン

(Career Design)

TJ060

ジョブ型研究
インターンシップ

(Research Internship
Through Specified
Employment)

TJ050

指導教員が添削できる程度まで英語論文の
作成ができるようにする。

主指導教員及び副指導教員から、プレゼン
テーション及びポスターセッションについ
てのスキルを学び、「英語による農工大学
院生研究発表会」に参加する。

授業内容

国内外の職場（地方自治体・企業・学外研
究機関等）において就業体験を行う。国内
外との共同研究への参画をインターンシッ
プとみなす。１

～

３

2－4 自由科目

コ
ー

ス

授業科目名
(英語名)
講義コード

単
位
数

配当
年次

１
～

３

授業担当教員

講義
・

実習
(通年)

博士取得後、様々な分野で活躍する方をお
迎えし、これまでのキャリアプランや業務
内容、働き方に対する考え等を聞き、自身
の働き方について考える。

授業
形態
(配当
年次)

教員
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３-１　○宮崎大学学務規則 

平成16年４月１日 

制定 

改正 平成17年３月30日 

平成17年５月26日 

平成17年10月27日 

平成17年12月22日 

平成18年３月23日 

平成19年３月22日 

平成20年１月24日 

平成20年３月27日 

平成20年12月26日 

平成21年２月26日 

平成22年３月25日 

平成22年11月25日 

平成24年３月22日 

平成24年５月24日 

平成25年４月25日 

平成26年３月27日 

平成27年３月26日 

平成28年２月26日 

平成28年３月25日 

平成29年３月23日 

平成30年２月22日 

平成31年２月28日 

令和元年９月26日 

令和元年11月28日 

令和２年２月27日 

令和２年９月24日 

令和３年１月28日 

令和３年12月23日 

令和５年１月26日 

令和６年２月22日 

令和７年２月27日 

令和８年２月27日 

令和８年３月12日 

目次 

第１章 学部 

第１節 学部、学科又は課程の目的等（第１条・第１条の２） 

第２節 収容定員（第１条の３） 

第３節 学年、学期及び休業日（第２条―第４条） 

第４節 修業年限及び在学期間（第５条―第６条） 

第５節 入学（第７条―第13条） 

第６節 教育課程、履修方法等及び教員免許状（第14条―第29条） 

第７節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍（第30条―第37条） 

第８節 卒業及び学位（第38条―第40条） 

第９節 賞罰（第41条・第42条） 

第10節 厚生施設（第43条） 

第11節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生（第44条―第47条） 

第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料（第48条―第59条） 
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第２章 大学院 

第１節 課程等の目的（第60条・第60条の２） 

第２節 収容定員等（第61条・第61条の２） 

第３節 学年、学期及び休業日（第62条） 

第４節 修業年限及び在学期間（第63条・第64条） 

第５節 入学（第65条―第69条） 

第６節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状（第70条―第79条） 

第７節 休学、転学、留学、復学、退学及び除籍（第80条―第83条） 

第８節 学位（第84条・第85条） 

第９節 賞罰（第86条） 

第10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生（第87条―第

89条） 

第11節 検定料、入学料及び授業料（第90条） 

第12節 雑則（第91条） 

第３章 別科 

第１節 収容定員（第92条） 

第２節 学年、学期及び休業日（第93条） 

第３節 修業年限及び在学期間（第94条・第95条） 

第４節 入学（第96条―第101条） 

第５節 履修方法等（第102条・第103条） 

第６節 休学、復学、退学及び除籍（第104条・第105条） 

第７節 修了（第106条） 

第８節 賞罰（第107条） 

第９節 検定料、入学料及び授業料（第108条） 

第10節 雑則（第109条） 

附則 

 

第１章 学部 

 

第１節 学部、学科又は課程の目的等 

 

（学部、学科又は課程の目的等） 

第１条 宮崎大学（以下「本学」という。）に置く学部、学科又は課程は、人材の養成に関する目

的その他教育研究上の目的を定め、公表するものとする。 

２ 前項の目的は、各学部において別に定める。 

 

（方針） 

第１条の２ 本学は、国立大学法人宮崎大学基本規則（以下「基本規則」という。）第２条に定め

る目的及び使命並びに学部及び学科又は課程等の教育上の目的を踏まえて、本学、学部及び学科

又は課程ごとに、次に掲げる方針を定めるものとする。 

(1) 卒業認定・学位授与に関する方針 

(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針 

(3) 入学者の受入れに関する方針 

２ 前項第２号に掲げる方針を定めるに当たっては、同項第１号に掲げる方針との一貫性の確保に、

特に意を用いなければならない。 

 

第２節 収容定員 

 

（収容定員） 

第１条の３ 本学に置く学部の収容定員は、次のとおりとする。 
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学部 学科・課程 入学定員 収容定員 

教育学部 学校教育課程 140 560 

計 140 560 

医学部 医学科 100 600 

看護学科 60 240 

計 160 840 

工学部 工学科 370(10) 1,480(20) 

計 370(10) 1,480(20) 

農学部 農学科 235 940 

獣医学科 30 180 

計 265 1,120 

地域資源創成学部 地域資源創成学科 90 360 

計 90 360 

合計 1,025(10) 4,360(20) 

備考 （ ）書きは、第３年次編入学定員分で外数である。 

 

第３節 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第２条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 

（学期） 

第３条 学年を、前学期及び後学期の２学期に分け、前学期を４月１日から９月30日まで、後学期

を10月１日から翌年３月31日までとする。 

２ 前項に定める各学期は、前半及び後半に分け、前学期の前半を第１期、後半を第２期、後学期

の前半を第３期、後半を第４期とすることができる。 

 

（休業日） 

第４条 授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 春季休業 

(4) 夏季休業 

(5) 冬季休業 

２ 前項第３号から第５号までの期間については、別に定める。 

３ 学長は、必要があると認める場合は、臨時の休業日を定めることができる。 

４ 学長は、必要があると認める場合は、休業日であっても授業を行う日とすることができる。 

 

第４節 修業年限及び在学期間 

 

（修業年限） 

第５条 学部の修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科及び農学部獣医学科においては６

年とする。 

 

(長期にわたる教育課程の履修)   

第５条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、前条に規定する修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、各学部に

おいて定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 
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（在学期間） 

第６条 学生の在学期間は、第５条に規定する修業年限の２倍の期間を超えることはできない。た

だし、医学部医学科においては第１年次及び第２年次を通算して４年、第３年次から第６年次を

通算して８年を超えることはできない。 

２ 第13条第１項の規定により入学した学生の在学期間は、同条第２項の規定により定められた在

学すべき年数の２倍の期間を超えることはできない。 

３ 前条の規定により長期にわたる教育課程の履修が認められた学生の在学期間については、各学

部において別に定める。 

 

第５節 入学 

 

（入学の時期） 

第７条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び転入学については、学期の始めと

することができる。 

 

（入学資格） 

第８条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26

年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学に

おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、18歳に達した者 

 

（入学の志願） 

第９条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて、願

い出なければならない。 

 

（合格者の決定） 

第10条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、当該

学部教授会（基本規則第48条で定める教授会をいう。以下同じ。）の議を経て、合格者を決定す

る。 

 

（入学の手続） 

第11条 前条の規定による合格者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の書

類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

 

（入学の許可） 
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第12条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者（入学料の免除又は徴収猶予を申請し

ている者を含む。）に対し、入学を許可する。 

 

（再入学、編入学及び転入学） 

第13条 学長は、次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、別に定

めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することができ

る。 

(1) 第36条若しくは第37条第３号から第５号までの一の規定により本学の一学部を退学し、又は

除籍された者で、当該学部に再入学を願い出た者 

(2) 大学を卒業し、又は退学した者で、編入学を願い出た者 

(3) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者で、

編入学を願い出た者 

(4) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（ただし、

学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。）で、

編入学を願い出た者 

(5) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）附則第７条の規定に該当する者で、編入学

を願い出た者 

(6) 他の大学に在学する者で、当該大学の学長が転入学の志願を承認した者 

２ 前項の規定により、入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並

びに在学すべき年数については、当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。 

３ 第９条、第11条及び前条の規定は、第１項の規定により入学する者にこれを準用する。 

第６節 教育課程、履修方法等及び教員免許状 

 

（教育課程の編成方針） 

第14条 本学は、基本規則第２条に定める目的及び使命並びに各学部及び学科又は課程等の教育上

の目的を達成するために、第１条の２に定める方針に基づき必要な授業科目を開設し、体系的に

教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深

い教養を培うよう適切に配慮するものとする。 

 

（連携開設科目） 

第14条の２ 本学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認めら

れる場合には、大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第19条の２第１項第２号に規定する大

学等連携推進法人の認定を受けた大学が本学と連携して開設する授業科目（以下「連携開設科目」

という。）を本学において開設したものとみなすことができる。 

 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第14条の３ 本学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本

学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

２ 前項において修得したものとみなす単位数は、卒業の要件として修得すべき単位数のうち、30

単位を超えないものとする。 

 

（授業科目及び履修方法等） 

第15条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

柔軟に行うものとする。 

２ 本学で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。 

３ 第１項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 
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第15条の２ 各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他本学が定

める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができる。 

 

第15条の３ 本学は、学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施

するものとする。 

２ 本学は、指導補助者（教員を除く。）に対し、必要な研修を行うものとする。 

 

（単位の修得） 

第16条 学生は、別に定めるところにより授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならな

い。 

２ 学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修

得すべき単位数について、学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位

数の上限を定めるよう努めなければならない。 

３ 学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、

前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 

（他学部等の授業科目の履修） 

第17条 学生は、別に定めるところにより他の学部又は所属する学部の他の学科・課程の授業科目

を履修することができる。 

 

（教員免許状授与の所要資格取得のための履修等） 

第18条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法律第

147号）及び同法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により、所要の単位を修得した者が取得できる教員の免許状の種類は、次のとおり

とする。 

区分 教員免許状の種類 免許教科 

教 

育 

学 

部 

学校教育課程 幼稚園教諭一種免許状  

小学校教諭一種免許状  

中学校教諭一種免許状 国語、社会、数学、理科、 

音楽、美術、保健体育、 

技術、家庭、英語 

高等学校教諭一種免許状 国語、地理歴史、公民、 

数学、理科、音楽、美術、 

保健体育、工業、家庭、英語 

特別支援学校教諭一種免許状 知的障害者、肢体不自由者、 

病弱者 

工 

学 

部 

工学科 高等学校教諭一種免許状 理科、工業、情報 

農 

学 

部 

農学科 高等学校教諭一種免許状 理科、農業、水産 

 

（他の大学等における授業科目の履修等） 

第19条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学（以下「他の大学等」という。）との

協議に基づき、学生に当該他の大学等の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した授業科目の単位については、60単位を超えない範囲で、当該学部教

授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことが
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できる。 

３ 第１項の規定により、他の大学等で履修した期間は、本学の修業年限に算入する。 

４ 前２項の規定は、第35条の規定により学生が外国の大学及び短期大学（以下「外国の大学等」

という。）に留学する場合に準用する。 

 

（休学期間中の外国の大学等における学修） 

第20条 教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生が休学期間中に外国の

大学等の授業科目を履修し、修得した単位を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部に

おける授業科目の履修により修得したものとみなし、認定することができる。 

 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第21条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修

その他文部科学大臣が定める学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部における授

業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

 

（入学前の既修得単位等の取扱い） 

第22条 教育上有益と認めるときは、第12条の規定により本学に入学した者が本学入学前に大学又

は短期大学において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準第31条に定める科目

等履修生として修得した単位を含む。）を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学入学後の

本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った前条に規定する学修を、当該学部教授

会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、第13条に規定

する再入学、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第19条

第２項及び第20条並びに前条に規定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

４ 第１項及び第２項に規定する授業科目及び単位の認定に係る手続等については、別に定める。 

 

（単位の計算方法） 

第23条 授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な

学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって

１単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各学部が

定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目についてはこれらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、

各学部において単位数を定めることができる。 

 

（１年間の授業期間） 

第24条 １年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。 

 

（授業科目の授業期間） 

第25条 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、８週、10週、15週又は

各学部が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

 

（授業科目の成績） 

第26条 授業科目を履修した学生に対しては、別に定めるところによりレポート等も含めた多様な

成績評価を行う。 

 

（成績評価基準等の明示等） 

第26条の２ 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじ
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め明示するものとする。 

２ 各学部は、学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保する

ため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行う

ものとする。 

 

（単位の授与） 

第27条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第37

条第４号の規定により除籍された者については、授業料未納期間に係る単位は認定しない。 

 

（遠隔授業による修得単位） 

第28条 第15条第２項の授業方法により修得した単位は、60単位を超えない範囲で、卒業に必要な

単位の中に算入することができる。ただし、124単位を超える単位数を卒業要件とする学部にあっ

ては、別に定める。 

 

（委任規定） 

第29条 本節に規定するもののほか、教育課程及び履修方法等に関し必要な事項は、各学部長が別

に定める。 

 

第７節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍 

 

（休学） 

第30条 疾病その他止むを得ない事由により引き続き２か月以上修学することができない者は、学

部長の許可を得て休学することができる。 

２ 学部長は、疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者については、当

該学部教授会の議を経て、休学を命ずることができる。 

 

（休学期間） 

第31条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、学部長の許可を得て、

１年を超えない範囲内において休学期間を延長することができる。なお、当該延長に係る期間が

満了する場合において、これを更に延長しようとするときも同様とする。 

２ 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。ただし、医学部医学科及び農学部獣

医学科にあっては通算して４年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第６条に規定する在学期間には算入しない。 

 

（復学） 

第32条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅した場合は、学部長の許可を得

て復学することができる。 

２ 第30条第２項の規定により休学を命ぜられた者が復学するときは、医師の診断書を添え、その

所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。 

 

（転学部、転学科及び転課程） 

第33条 学生が、他の学部に転学部の志願をしようとするときは、その所属する学部長に願い出て、

当該学部及び志願する学部の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。 

２ 学生が、その所属する学部の学科又は課程から同一学部の他の学科又は課程に転じようとする

ときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なけれ

ばならない。 

３ 第13条第２項の規定は、前２項の規定により転学部、転学科又は転課程をする者に、これを準

用する。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、別に定める。 
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（転学） 

第34条 学生が、他の大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、理由書を添え、その所

属する学部長を経て、学長に願い出なければならない。 

 

（留学） 

第35条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生を外国の大学

等に留学させることができる。 

２ 留学に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（退学） 

第36条 学生が、退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を得なければならない。 

 

（除籍） 

第37条 次の各号の一に該当する者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、これを除籍

する。 

(1) 第６条に規定する在学期間を超えた者 

(2) 第31条第１項及び第２項に規定する休学期間を超えて、なお復学できない者 

(3) 第49条第３項から第５項に規定する納付すべき入学料を納付しない者 

(4) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお当該年度の末日（当該年度の中途において所定の

在学期間を超えることとなる場合にあっては、その超えることとなる日の前日）までに納付し

ない者 

(5) 行方不明の届出があった者 

 

第８節 卒業及び学位 

 

（卒業の認定） 

第38条 卒業の認定は、第５条に規定する修業年限（第13条第１項の規定により入学した者にあっ

ては、同条第２項の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、所定の単位数（医学部

医学科にあっては授業時間数を含む。）を修得し、かつ、学部が定める卒業の審査に合格した者

について、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。 

 

（卒業証書・学位記の授与） 

第39条 学長は、前条の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書・学位記を授与する。 

 

（学位の授与） 

第40条 卒業の認定を受けた者には、次の区分に従い学位を授与する。 

教育学部    学士（教育学） 

医学部医学科    学士（医学） 

医学部看護学科   学士（看護学） 

工学部     学士（工学） 

農学部（獣医学科を除く。） 学士（農学） 

農学部獣医学科   学士（獣医学） 

地域資源創成学部   学士（地域資源創成学） 

２ 学位に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第９節 賞罰 

 

（表彰） 

第41条 表彰に価する行為があった学生は、当該学部教授会の議を経て、学長がこれを表彰するこ

とができる。 
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（懲戒） 

第42条 この規則その他本学の諸規定に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、

当該学部教授会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

(2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４ 停学の期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。 

５ 懲戒の手続については、別に定める。 

第10節 厚生施設 

 

（学生寄宿舎及び国際交流宿舎） 

第43条 本学に、学生寄宿舎及び国際交流宿舎を置く。 

２ 学生寄宿舎及び国際交流宿舎に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第11節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 

 

（研究生） 

第44条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該学

部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、研究生

として入学を許可することができる。 

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（科目等履修生） 

第45条 本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する

者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議

を経て、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（特別聴講学生） 

第46条 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学等の学生で、本学の授業科目を履修することを

志願する者があるときは、当該他大学若しくは短期大学又は外国の大学等との協議に基づき、当

該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、特

別聴講学生として入学を許可することができる。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（外国人留学生） 

第47条 外国人で、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、当該学部教授会の議を経て、

学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。 

２ 前項の外国人留学生に対しては、第15条に掲げるもののほか、日本語科目及び日本事情に関す

る科目を置くことができる。 

３ 前２項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 

 

（検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額） 

第48条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。 

 

（入学料） 

第49条 入学料は、入学を許可するものとしての通知を行い、本学所定の入学手続をするときまで
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に徴収する。 

２ 所定の期日までに、入学料を納付しない者（入学料の免除申請書又は徴収猶予申請書を受理さ

れた者を除く。）は、入学を許可しない。 

３ 入学料の免除の不許可及び半額免除の許可になった者については、免除の不許可及び半額免除

の許可が告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。 

４ 入学料の徴収猶予の不許可になった者については、徴収猶予の不許可が告知された日から起算

して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。 

５ 入学料の徴収猶予の許可になった者については、徴収猶予期間経過後14日以内に、納付すべき

入学料を徴収する。 

 

（入学料の免除及び徴収猶予） 

第50条 特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、入学料を免除し、

あるいは徴収を猶予することができる。 

２ 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項については、別に定める。 

 

（授業料） 

第51条 授業料は、次に定める前期及び後期の２期に区分し、それぞれ年額の２分の１に相当する

額を徴収する。 

前期 ４月から９月までの分 ４月30日まで 

後期 10月から翌年３月までの分 10月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、

当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。 

 

（休学及び復学の場合の授業料） 

第52条 授業料の納入期限までに休学を許可され若しくは休学を命ぜられ又は授業料の徴収猶予を

受けていた者が休学を許可され若しくは休学を命ぜられた場合は、月割計算により休学当月の翌

月から（ただし、月の初日から休学期間が開始する場合は、休学の当月から）復学当月の前月ま

での授業料を免除する。 

２ 前期又は後期の中途において、復学した者の授業料の額は、年額の12分の１に相当する額に復

学した月から当該期末までの月数を乗じた額とし、復学の日の属する月に徴収する。 

 

（学年の中途で卒業する場合の授業料） 

第53条 学年の中途で卒業する見込みの者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の１に

相当する額に在学する予定の月数を乗じた額とし、当該学年の始めの月に徴収する。ただし、卒

業する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、

後期の徴収の時期に徴収するものとする。 

 

（退学等及び停学の場合の授業料） 

第54条 前期又は後期の中途において、退学し又は除籍された者の当該期分の授業料は、徴収する。

ただし、第37条第３号から第５号までの規定により除籍された場合又は死亡のため学籍を除いた

場合は、この限りでない。 

２ 停学期間中の授業料は、徴収する。 

 

（授業料の免除及び徴収猶予） 

第55条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者、その他特

別な事情があると認められる者に対しては、授業料の免除あるいは徴収を猶予することができる。 

２ 授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項については、別に定める。 

 

（寄宿料） 

第56条 寄宿料は、別に定めるところにより徴収する。 
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（寄宿料の免除） 

第57条 死亡した者、行方不明の理由により除籍された者又は災害の理由により寄宿料の納付が著

しく困難と認められる者に対しては、寄宿料を免除することができる。 

２ 寄宿料の免除に関し必要な事項については、別に定める。 

 

（既納の授業料等） 

第58条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、これを返還しない。ただし、次項から第４

項に該当する場合は、この限りでない。 

２ 第２次の学力検査等において、出願書類等による第１段階目の選抜を行い、その合格者に限り

学力検査その他による第２段階目の選抜を行う場合、第１段階目の選抜で不合格となった者に対

しては、所定の期日までに当該者の申出があった場合には、既納の検定料のうち、別に定める第

２段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。 

３ 第51条第２項の規定により前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期

分授業料の徴収時期前に休学又は退学し、納付した者の申出があった場合には、後期分の授業料

に相当する額を返還する。 

４ 授業料を納付した者について、死亡のため学籍を除いた場合は、既納の授業料のうち、月割計

算により死亡した日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。 

 

（研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料並びに特別聴講学生の授業料） 

第59条 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。 

２ 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の徴収方法については、別に定める。 

３ 国立大学の学生である特別聴講学生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。 

４ 公私立大学の学生である特別聴講学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料

の額及び徴収方法は、別に定める。 

 

第２章 大学院 

 

第１節 課程等の目的 

 

（課程等の目的） 

第60条 本学大学院（以下「大学院」という。）に置く修士課程は、広い視野に立って精深な学識

を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う

ことを目的とする。 

２ 医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程は、専攻分野について、

研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高

度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

３ 教育学研究科専門職学位課程は、学校教育に関する理論及び応用を教授研究し、高度の専門性

が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、実践力・応用力を有する教員

を養成することを目的とする。 

４ 各研究科又は専攻の目的は、各研究科において別に定める。 

 

（方針） 

第60条の２ 本学は、前条の目的を踏まえて、大学院、研究科又は専攻ごとに、次に掲げる方針を

定めるものとする。 

(1) 修了認定・学位授与に関する方針 

(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針 

(3) 入学者の受入れに関する方針 

２ 前項第２号に掲げる方針を定めるに当たっては、同項第１号に掲げる方針との一貫性の確保に、

特に意を用いなければならない。 
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第２節 収容定員等 

 

（収容定員） 

第61条 大学院に置く研究科の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程 博士課程 

博士後期課程 

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

教育学研究科 教職実践開発専攻     20 40 

計     20 40 

看護学研究科 看護学専攻 10 20     

計 10 20     

工学研究科 工学専攻 144 288     

計 144 288     

農学研究科 農学専攻 68 136     

計 68 136     

地域資源創成学

研究科 

地域資源創成学専攻 5 10     

計 5 10     

医学獣医学総合

研究科 

医科学獣医科学専攻 10 20     

医学獣医学専攻   23 92   

計 10 20 23 92   

農学工学総合研

究科 

資源環境科学専攻   7 21   

生物機能応用科学専攻   4 12   

物質・情報工学専攻   5 15   

計   16 48   

合計 237 474 39 140 20 40 

 

（目安定員） 

第61条の２ 各専攻に置くコースの目安定員を示す必要がある場合は、別途研究科規程等に定める

ものとする。 

 

第３節 学年、学期及び休業日 

 

（学年、学期及び休業日） 

第62条 学年、学期及び休業日は、第２条から第４条までの規定を準用する。 

 

第４節 修業年限及び在学期間 

 

（標準修業年限） 

第63条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

２ 医学獣医学総合研究科博士課程の標準修業年限は、４年とする。 

３ 農学工学総合研究科博士後期課程の標準修業年限は、３年とする。 

４ 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は、２年とする。ただし、教育上の必要があり、

主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その

他の特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、

教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を１年以上２年

未満とすることができる。また、学部での教員免許状未取得者等に対して教育を行う場合であっ

て、教育上支障を生じないときは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上の区分に

応じ、標準修業年限を２年を超える期間とすることができる。 
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（在学期間） 

第64条 在学期間は、修士課程にあっては４年、医学獣医学総合研究科博士課程にあっては８年、

農学工学総合研究科博士後期課程にあっては６年、教育学研究科専門職学位課程にあっては前条

第４項で定める学生の履修上の区分による標準修業年限の２倍の年数を超えることができない。 

２ 第72条の規定により長期に教育課程の履修が認められた学生の在学期間については、各研究科

において別に定める。 

 

第５節 入学 

 

（入学時期） 

第65条 入学は、学年の始めとする。ただし、各研究科においては、学期の始めとすることができ

る。 

 

（入学資格） 

第66条 修士課程及び教育学研究科専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

(1) 学校教育法第83条に定める大学の卒業者 

(2) 学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における16年の課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学

院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものとして認めた者 

(8) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(9) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部

科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了する

こと（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当

する学位を授与された者 

(10) 学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院におい

て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、22歳に達した者 

２ 農学工学総合研究科博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修
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士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51

年法律第72号）第１条第２項に規定する国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する

学位を授与された者 

(6) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院

設置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合

格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院におい

て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 

３ 医学獣医学総合研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

(1) 大学の医学、歯学又は修業年限６年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において学校教育における18年の課程（最終課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学）を

修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における18年の課程（最終課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学）を修了した者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程

（最終課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学）を修了したとされるものに限る。）を有するも

のとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部

科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が５年以上である課程を修了する

こと（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当

する学位を授与された者 

(6) 大学（医学、歯学又は修業年限６年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を含むものに限

る。）に４年以上在学し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認

めた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 外国において学校教育における16年の課程（医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を

含むものに限る。）を修了し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したもの

と認めた者 

(9) 学校教育法第102条第２項の規定により大学院（医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課

程を含むものに限る。）に入学した者にあっては、本学大学院において、大学院における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学（医学、歯学又は修業年限６年の

獣医学若しくは薬学を履修する課程を含むものに限る。）を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、24歳に達した者 

 

（入学者選抜） 

第67条 入学志願者に対しては、学力試験、面接試験及び健康診断を行い、これに出身大学長の提

出する調査書の成績等を総合し、当該研究科委員会（基本規則第49条で定める研究科委員会をい

う。以下同じ。）の議を経て、学長が合格者を決定する。 

２ 選抜の方法及び時期は、当該研究科において別に定める。 
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（入学手続及び入学許可） 

第68条 前条の選抜試験（再入学及び転入学を含む。）に合格した者は、当該研究科において別に

定めるところにより入学の手続を行い、かつ、誓約書を提出しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

（転入学及び再入学） 

第69条 退学し、又は除籍（第83条において準用する第37条第３号から第５号までの規定のいずれ

かに該当する者に限る。）された学生で、同一専攻に再入学を志願する者には、退学又は除籍後

１年以内に限り、学長がこれを許可することができる。ただし、医学獣医学総合研究科博士課程

及び農学工学総合研究科博士後期課程においては、当該研究科の定めるところにより、退学又は

除籍後３年以内に限り、学長がこれを許可することができる。 

２ 転入学を志願する者があるときは、その志願する研究科の専攻に欠員がある場合に限り、選考

の上、学長がこれを許可することがある。 

第６節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状 

 

（教育課程の編成方針） 

第70条 大学院の教育は、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために、第60条の２に定める

方針に基づき必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指

導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、各研究科は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修

得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなけ

ればならない。 

 

（教育方法等） 

第70条の２ 大学院（教育学研究科専門職学位課程を除く。）の教育は、授業科目の授業及び研究

指導によって行うものとする。 

２ 教育学研究科専門職学位課程の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。 

３ 前２項に定める大学院の各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生

その他本学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができる。 

４ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業

又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

５ 各研究科が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の

併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、第23条第１項に

規定する基準を考慮して各研究科が定める時間の授業をもって１単位とする。 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第70条の３ 本学は、大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修

及び研究を実施するものとする。 

２ 本学は、指導補助者（教員を除く。）に対し、必要な研修を行うものとする。 

 

（履修方法） 

第71条 各研究科における授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、

各研究科において定める。 

２ 教育上有益と認めるときは、他大学の大学院において、当該大学院の授業科目を履修すること

ができる。 

３ 前項の規定により履修した授業科目の単位は、各研究科委員会の議を経て、15単位を超えない

範囲で、本学で履修した単位に算入できる。ただし、教育学研究科専門職学位課程においては、

24単位を超えない範囲とする。 

４ 前２項の規定は、第82条の規定による留学の場合に準用する。 
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（長期にわたる教育課程の履修） 

第72条 学生が、職業を有している等の事情により、第63条に規定する標準修業年限を超えて一定

の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、

各研究科において定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第73条 各研究科は、教育上有益と認めるときは、学生が当該研究科に入学する前に大学院におい

て履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準第15条に定める科目等履修生として

修得した単位を含む。）を、当該研究科委員会の議を経て、研究科長が当該研究科に入学した後

の当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、第71条第３項に規定する単位とは別

に15単位を超えない範囲で、修了の要件として算入できるものとする。ただし、第71条第３項の

規定本文による単位数と合わせて20単位を超えない範囲とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育学研究科専門職学位課程においては、第71条第２項の規定によ

り履修した単位数及び第76条第５項の規定により免除された単位数と合わせて、24単位を超えな

い範囲で修了の要件として算入できるものとする。 

４ 各研究科（博士後期課程を除く。）は、入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮につ

いて、１年を超えない範囲で定めるものとする。 

 

（研究指導委託） 

第74条 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等（以下「他の大学

院等」という。）との協議に基づき、学生に他の大学院等において必要な研究指導を受けさせる

ことができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、

１年を超えないものとする。 

 

（単位の認定） 

第75条 単位の認定は、試験又は研究報告等によって行い、合格した科目については所定の単位を

与える。ただし、第37条第４号及び第83条の規定により除籍された者については、授業料未納期

間に係る単位は認定しない。 

 

（成績評価基準等の明示等） 

第75条の２ 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及

び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了認定に当たっては、客観性及び厳

格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたが

って適切に行うものとする。 

 

（課程の修了要件） 

第76条 修士課程の修了要件は、当該課程に２年以上在学し、30単位（看護学研究科看護学専攻実

践看護者育成コースがん看護領域にあっては、46単位、実践助産学領域にあっては、62単位、医

学獣医学総合研究科医科学獣医科学専攻にあっては、生物系以外の学部を卒業した者は「基礎細

胞生物学」２単位を含む32単位）以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課

程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格する

こととする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、１年以上在学す

れば足りるものとする。 

２ 医学獣医学総合研究科博士課程の修了要件は当該課程に４年、農学工学総合研究科博士後期課

程の修了要件は当該課程に３年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に

関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学獣医学総合研究科博士課程にあっては３

年、農学工学総合研究科博士後期課程にあっては修士課程の在学期間を含めて３年以上在学すれ
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ば足りるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第156条の規定によ

り、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、

農学工学総合研究科博士後期課程に入学した場合の当該課程の修了要件は、当該課程に３年以上

在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審

査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた

者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

４ 教育学研究科専門職学位課程の修了要件は、当該課程に第63条第４項で定める標準修業年限以

上在学し、48単位以上を修得するものとする。 

５ 教育学研究科専門職学位課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校

等の教員としての実務の経験を有するものについて、10単位を超えない範囲で、実習により修得

する単位の全部又は一部を免除することができる。 

６ 教育学研究科専門職学位課程は、第73条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を

当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課程

の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該課

程の課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で当該課程が定める期間在学したものとみな

すことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも１年以上在学するものと

する。 

 

（修士論文及び博士論文の審査） 

第77条 修士論文及び博士論文の審査については、別に定める。 

２ 各研究科は、必要があるときは、修士論文及び博士論文の審査について他の大学院等の教員等

の協力を求めることができる。 

 

（最終試験） 

第78条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文及び博士論文の審査に合格した者につ

いて行い、その成績は、合格及び不合格の２種とする。 

２ 最終試験に関し、必要な事項は、各研究科において定める。 

 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第79条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法律第

147号）及び同法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければなら

ない。 

２ 本学の研究科において取得できる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。 

研究科 専攻 教員免許状の種類 免許教科 

教育学研究科 教職実践開発専攻 幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 国語、社会、数学、 

理科、音楽、美術、 

保健体育、技術、 

家庭、英語 

高等学校教諭専修免許状 国語、地理歴史、 

公民、数学、理科、 

音楽、美術、 

保健体育、工業、 

家庭、英語 

特別支援学校教諭専修免許状 知的障害者、肢体 

不自由者、病弱者 

工学研究科 工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業、理科 
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農学研究科 農学専攻 高等学校教諭専修免許状 農業、水産 

 

第７節 休学、転学、留学、復学、退学及び除籍 

 

（休学） 

第80条 休学は、第30条及び第31条の規定を準用するほか、当該研究科において別に定める。 

 

（転学） 

第81条 学生が他の大学院に転学しようとするときは、その理由を具して当該研究科委員会の議を

経て、学長の許可を得なければならない。 

 

（留学） 

第82条 学生は、外国の大学で学修するため、研究科長の許可を経て留学することができる。 

２ 前項の留学期間は、第63条の期間に含まれるものとする。 

 

（復学、退学及び除籍） 

第83条 復学、退学及び除籍は、第32条、第36条及び第37条の規定を準用するほか、当該研究科に

おいて別に定める。 

 

第８節 学位 

 

（学位） 

第84条 学位の種類は、次のとおりとする。 

教育学研究科   教職修士（専門職） 

看護学研究科   修士（看護学） 

工学研究科   修士（工学） 

農学研究科   修士（農学） 

修士（水産学） 

修士（学術） 

地域資源創成学研究科  修士（地域資源創成学） 

医学獣医学総合研究科  修士（医科学） 

修士（動物医科学） 

博士（医学） 

博士（獣医学） 

農学工学総合研究科  博士（農学） 

博士（工学） 

博士（学術） 

 

（学位授与） 

第85条 修士課程、医学獣医学総合研究科博士課程、農学工学総合研究科博士後期課程及び教育学

研究科専門職学位課程を修了した者には、前条の区分に従い学位を授与する。 

２ 前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学

院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者と同等以

上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。 

３ 学位に関する規程は、別に定める。 

 

第９節 賞罰 

 

（賞罰） 

第86条 賞罰については、第41条及び第42条の規定を準用する。 
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第10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生 

 

（研究生、科目等履修生及び外国人留学生） 

第87条 大学院に、研究生、科目等履修生及び外国人留学生を入学させることができる。 

２ 研究生、科目等履修生及び外国人留学生は、第44条、第45条及び第47条の規定を準用するほか、

必要な事項は当該研究科において別に定める。 

 

（特別聴講学生） 

第88条 本学大学院の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の大学院の学生

があるときは、当該他大学又は外国大学との協議に基づき特別聴講学生として授業科目の履修を

認めることがある。 

２ 前項により、授業科目の履修を認められた学生は、前条第２項の規定を準用する。 

 

（特別研究学生） 

第89条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本学大学院で研究指導を受けることを志願する者

があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。 

２ 特別研究学生に関する規程は、別に定める。 

 

第11節 検定料、入学料及び授業料 

 

（検定料、入学料及び授業料） 

第90条 研究科の学生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。 

２ 研究生及び特別聴講学生の検定料、入学料及び、授業料の額は、別に定める。ただし、特別聴

講学生が国立の大学の学生であるときは、授業料は徴収しないものとする。 

(1) 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ３月分又は６月分に相当する額を当該期間の当初

の月に徴収するものとする。ただし、在学予定期間が３月未満又は６月未満であるときは、そ

の期間分に相当する額を当該期間の当初の月に徴収するものとする。 

(2) 検定料及び入学料の徴収方法は、別に定める。 

３ 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。ただし、授業料を納付した者について、死亡

のため学籍を除いた場合は、既納の授業料のうち、月割計算により死亡した日の属する月の翌月

以降の授業料を返還する。 

４ 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付が

困難な者は、別に定める内規により、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免除ある

いは徴収猶予の取扱いを受けることができる。 

 

第12節 雑則 

 

（準用） 

第91条 大学院学生に関し必要な事項は、この章によるほか、前章の学部学生に関する規定を準用

する。この場合において、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」

と、「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。 

 

第３章 別科 

 

第１節 収容定員 

 

（収容定員） 

第92条 本学に置く別科の収容定員は、次のとおりとする。 
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別科名 専修 収容定員 

畜産別科 畜産専修 4 

計 4 

２ 別科に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第２節 学年、学期及び休業日 

 

（学年、学期及び休業日） 

第93条 学年、学期及び休業日は、第２条から第４条までの規定を準用する。 

第３節 修業年限及び在学期間 

 

（修業年限） 

第94条 本学別科（以下「別科」という。）の修業年限は、１年とする。 

 

（在学期間） 

第95条 在学期間は、１年とする。ただし、特別の事情があると認めたときは、願い出により２年

を超えない範囲において、その延長を許可することができる。 

 

第４節 入学 

 

（入学の時期） 

第96条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第97条 別科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26

年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学に

おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、18歳に達した者 

 

（入学の志願） 

第98条 入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、別科の基礎となる

当該学部の長に願い出なければならない。 

(1) 入学願書 

(2) 調査書 
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（合格者の決定） 

第99条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、当該

別科委員会の議を経て、合格者を決定する。 

 

（入学手続） 

第100条 前条の規定による合格者で、別科に入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の書

類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

 

（入学許可） 

第101条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者（入学料の免除又は徴収猶予を申請し

ている者を含む。）に対し、入学を許可する。 

 

第５節 履修方法等 

 

（授業科目及び履修方法等） 

第102条 別科で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。 

 

（単位の授与） 

第103条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第37

条第４号及び第105条の規定により除籍された者については、授業料未納期間に係る単位は認定し

ない。 

 

第６節 休学、復学、退学及び除籍 

 

（休学） 

第104条 休学は、第30条の規定を準用する。 

 

（復学、退学及び除籍） 

第105条 復学、退学及び除籍は、第32条、第36条及び第37条の規定を準用する。 

 

第７節 修了 

 

（修了） 

第106条 別科に１年以上在学し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。 

 

第８節 賞罰 

 

（賞罰） 

第107条 賞罰については、第41条及び第42条の規定を準用する。 

 

第９節 検定料、入学料及び授業料 

 

（検定料、入学料及び授業料） 

第108条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。 

２ 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。ただし、授業料を納付した者について、死亡

のため学籍を除いた場合は、既納の授業料のうち、月割計算により死亡した日の属する月の翌月

以降の授業料を返還する。 

３ 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付が

困難な者は、別に定めるところにより、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免除あ

るいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。 
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第10節 雑則 

 

（準用） 

第109条 別科学生に関し必要な事項は、この章によるもののほか、第１章の学部学生に関する規定

を準用する。この場合において、「学部」とあるのは「別科」と、「学部長」とあるのは「別科

長」と、「学部教授会」とあるのは「別科委員会」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 国立学校設置法の一部を改正する法律（平成15年法律第29号）附則第２項の規定に基づき、平

成15年９月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮崎

大学（以下「旧宮崎大学」という。）及び宮崎医科大学（以下「旧宮崎医科大学」という。）に

在学し、かつ、平成16年３月31日に旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学に在学する者（「以下「在学

者」という。）並びに在学者の属する年次に編入学等する者が、在学しなくなるまでの間、国立

大学法人法（平成15年法律第112号）附則第17条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学を

卒業するために必要とされる教育課程の履修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学又は旧宮崎

医科大学の学則及びその他の規程等の定めるところによる。 

３ 旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学の大学院に在学し、かつ、在学者及び在学者の属する年次に転

入学等する者が、在学しなくなるまでの間、国立大学法人法（平成15年法律第112号）附則第17条

の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学を修了するために必要とされる教育課程の履修そ

の他教育上必要な事項は、旧宮崎大学大学院規程又は旧宮崎医科大学大学院学則及びその他の規

程等の定めるところによる。 

 

附 則 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ 第61条の表に定める修士課程及び博士前期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成

17年度は次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成17年度 

教育学研究科 学校教育専攻 14 

教科教育専攻 62 

計 76 

医学系研究科 医科学専攻 30 

看護学専攻 10 

計 40 

工学研究科 応用物理学専攻 15 

物質環境化学専攻 21 

電気電子工学専攻 54 

土木環境工学専攻 36 

機械システム工学専攻 30 

情報システム工学専攻 18 

計 174 

農学研究科 生物生産科学専攻 21 

地域資源管理科学専攻 12 

森林草地環境科学専攻 10 

水産科学専攻 12 

応用生物科学専攻 21 

計 76 

３ 第61条の規定にかかわらず、工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林
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生産学専攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻の収容定員については、次の表のとおりと

する。 

研究科名 専攻名 平成17年度 

工学研究科 物質工学専攻 30 

情報工学専攻 8 

計 38 

農学研究科 農林生産学専攻 40 

生物資源利用学専攻 15 

動物生産学専攻 21 

計 76 

４ 平成16年度以前に工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林生産学専攻、

生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第

79条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規則は、平成17年５月26日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は、平成17年10月27日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成17年12月22日から施行し、第８条第５号及び第66条第５号の規定は、平成17年

12月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ 平成17年度に工学研究科物質環境化学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後

の第79条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 平成18年度以前に工学研究科博士前期課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後

の第79条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 平成18年度以前に工学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。 

４ 第61条の表に定める農学研究科修士課程の平成19年度の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 収容定員 

農学研究科 生物生産科学専攻 37 

地域資源管理科学専攻 24 

森林草地環境科学専攻 20 

水産科学専攻 22 

応用生物科学専攻 41 

計 144 

５ 第61条の表に定める農学工学総合研究科博士後期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成19年度 平成20年度 

農学工学総合研究科 資源環境科学専攻 4 8 

生物機能応用科学専攻 4 8 

物質・情報工学専攻 8 16 
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計 16 32 

６ 第61条の規定にかかわらず、工学研究科博士後期課程物質エネルギー工学専攻及びシステム工

学専攻の収容定員については、次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成19年度 平成20年度 

工学研究科 物質エネルギー工学専攻 12 6 

システム工学専攻 12 6 

計 24 12 

 

附 則 

この規則は、平成20年１月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める教育文化学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度か

ら平成22年度までは、次のとおりとする。 

学部 課程 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

教育文化学部 学校教育課程 450 500 550 

人間社会課程 80 160 240 

地域文化課程 90 60 30 

生活文化課程 120 80 40 

社会システム課程 180 120 60 

計 920 920 920 

３ 平成19年度以前に教育文化学部地域文化課程、生活文化課程及び社会システム課程に入学した

者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第２項に規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

４ 第61条の表に定める教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の平成20年度の収容定員は、同

表の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程 専門職学位課程 

教育学研究科 教職実践開発専攻  28 

学校教育支援専攻 10  

計 10 28 

５ 第61条の規定にかかわらず、教育学研究科修士課程学校教育専攻及び教科教育専攻の平成20年

度の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 収容定員 

教育学研究科 学校教育専攻攻 8 

教科教育専 30 

計 38 

６ 第61条の表に定める医学系研究科博士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年

度から平成22年度までは、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

医学系研究科 医学専攻 20 40 60 

細胞・器官系専攻 30 20 10 

生体制御系専攻 36 24 12 

生体防衛機構系専攻 12 8 4 

環境生態系専攻 12 8 4 

計 110 100 90 

７ 平成19年度以前に教育学研究科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第

２項に規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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８ 平成19年度以前に教育文化学部及び教育学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の

例による。 

 

附 則 

この規則は、平成20年12月26日から施行する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成29年度までのものとし、医学部医学

科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成25年度までは、次のとおりとす

る。 

学部・学科 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

医学部・医学科 605 610 615 620 625 

 

附 則 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成31年度までのものとし、医学部医学

科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成26年度までは、次のとおりとす

る。 

学部・学科 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

医学部・医学科 615 625 635 645 655 

３ 第１条の２の表に定める農学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成

24年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

農学部 植物生産環境科学科 50 100 150 

森林緑地環境科学科 50 100 150 

海洋生物環境学科 30 60 90 

畜産草地科学科 50 100 150 

４ 第１条の２の規定にかかわらず、農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システ

ム学科の平成22年度から平成24年度までの収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

農学部 食料生産科学科 180 120 60 

生物環境科学科 195 130 65 

地域農業システム学科 165 110 55 

５ 平成21年度以前に農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システム学科に入学し

た者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

６ 第61条の表に定める医科学看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおり

とする。 

研究科名 専攻名 平成22年度 

医科学看護学研究科 医科学専攻 15 

看護学専攻 10 

７ 第61条の表に定める医学獣医学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとお

りとする。 

研究科名 専攻名 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

医学獣医学総合 

研究科 

医学獣医学専攻 23 46 69 

８ 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科修士課程の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成22年度 
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医学系研究科 医科学専攻 15 

看護学専攻 10 

９ 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科博士課程の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

医学系研究科 医学専攻 40 40 20 

10 平成21年度以前に農学部及び医学系研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例によ

る。 

 

附 則 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める工学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度から平成

26年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

工学部 環境応用化学科 58 116 174 

社会環境システム工学科 53 106 159 

環境ロボティクス学科 49 98 147 

機械設計システム工学科 54 108 162 

電子物理工学科 53 106 159 

電気システム工学科 49 98 147 

情報システム工学科 228 224 220 

３ 第１条の２の規定にかかわらず、工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、

土木環境工学科及び機械システム工学科の収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

工学部 材料物理工学科 147 98 49 

物質環境化学科 204 136 68 

電気電子工学科 264 176 88 

土木環境工学科 174 116 58 

機械システム工学科 147 98 49 

４ 平成23年度以前に工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、土木環境工学科

及び機械システム工学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第２項の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度は、次の

とおりとする。 

研究科名 専攻名 平成24年度 

工学研究科 応用物理学専攻 32 

物質環境化学専攻 48 

電気電子工学専攻 63 

土木環境工学専攻 34 

機械システム工学専攻 34 

情報システム工学専攻 37 

６ 第61条の表に定める農学工学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度

及び平成25年度は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成24年度 平成25年度 

農学工学総合研究科 資源環境科学専攻 15 18 

物質・情報工学専攻 21 18 
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附 則 

この規則は、平成24年５月24日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月25日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 第61条の表に定める教育学研究科学校教育支援専攻の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

平成26年度は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成26年度 

教育学研究科 学校教育支援専攻 18 

３ 第61条の表に定める看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成26年度は、次の

とおりとする。 

研究科名 専攻名 平成26年度 

看護学研究科 看護学専攻 10 

４ 第61条の規定にかかわらず、医科学看護学研究科医科学専攻及び看護学専攻の収容定員は、次

のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成26年度 

医科学看護学研究科 医科学専攻 15 

看護学専攻 10 

５ 第61条の表に定める農学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度は、次の

とおりとする。 

研究科名 専攻名 平成26年度 

農学研究科 農学専攻 68 

６ 第61条の規定にかかわらず、農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草地

環境科学専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成26年度 

農学研究科 生物生産科学専攻 16 

地域資源管理科学専攻 12 

森林草地環境科学専攻 10 

水産科学専攻 10 

応用生物科学専攻 20 

７ 平成25年度以前に農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草地環境科学専

攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第

79条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

８ 第61条の表に定める医科学獣医学総合研究科修士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

平成26年度は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成26年度 

医学獣医学総合研究科 医科学獣医科学専攻 8 

９ 平成25年度以前に医科学看護学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度は、次の
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とおりとする。 

研究科名 専攻名 平成28年度 

工学研究科 工学専攻 134 

３ 第61条の規定にかかわらず、工学研究科応用物理学専攻、物質環境化学専攻、電気電子工学専

攻、土木環境工学専攻、機械システム工学専攻及び情報システム工学専攻の収容定員は、次のと

おりとする。 

研究科名 専攻名 平成28年度 

工学研究科 応用物理学専攻 17 

物質環境化学専攻 27 

電気電子工学専攻 36 

土木環境工学専攻 16 

機械システム工学専攻 19 

情報システム工学専攻 19 

４ 平成27年度以前に工学研究科応用物理学専攻、物質環境化学専攻、電気電子工学専攻、土木環

境工学専攻、機械システム工学専攻及び情報システム工学専攻に入学した者が取得できる免許状

の種類は、改正後の第79条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める教育学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平

成30年度までは、次のとおりとする。 

学部 課程 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

教育学部 学校教育課程 120 240 360 

３ 第１条の２の規定にかかわらず、教育文化学部学校教育課程及び人間社会課程の収容定員は、

次のとおりとする。 

学部 課程 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

教育文化学部 学校教育課程 450 300 150 

人間社会課程 240 160 80 

４ 第１条の２の表に定める農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、

海洋生物環境学科、畜産草地科学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平

成30年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

農学部 植物生産環境科学科 202 204 206 

森林緑地環境科学科 202 204 206 

応用生物科学科 222 224 226 

海洋生物環境学科 123 126 129 

畜産草地科学科 211 222 233 

５ 第１条の２の表に定める地域資源創成学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年

度から平成30年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

地域資源創成学部 地域資源創成学科 90 180 270 

６ 平成27年度以前に教育文化学部学校教育課程及び人間社会課程に入学した者が取得できる免許

状の種類は、改正後の第18条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

７ 平成27年度以前に教育文化学部に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 

附 則 
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１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成31年度までは同表の規定にかかわら

ず110人とし、収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成30年度から平成36年度までは、次のと

おりとする。 

学部・学科 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

医学部・医学科 660 660 650 640 630 620 610 

 

附 則 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 平成30年度以前に農学部獣医学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条

第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規則は、令和元年９月26日から施行する。ただし、改正後の第66条の規定は、平成31年４

月１日から適用する。 

２ 平成31年度以前に農学部獣医学科に入学した者に係る休学期間については、改正後の第31条第

２項の定めにかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規則は、令和元年11月28日から施行し、令和元年10月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第１条の２の表に定める医学部医学科の入学定員は、令和３年度までは同表の規定にかかわら

ず110人とし、収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和２年度から令和８年度までは、次のと

おりとする。 

学部・学科 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

医学部・医学科 660 660 650 640 630 620 610 

３ 第61条の表に定める教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の令和２年度の収容定員は、同

表の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程 専門職学位課程 

教育学研究科 教職実践開発専攻  48 

学校教育支援専攻 8  

計 8 48 

４ 平成31年度以前に教育学研究科修士課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の

第79条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 平成31年度以前に教育学研究科修士課程に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。 

６ 第61条の表に定める地域資源創成学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和２年

度は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 令和2年度 

地域資源創成学研究科 地域資源創成学専攻 5 

７ 第61条の表に定める医学獣医学総合研究科修士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

令和２年度は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 令和2年度 

医学獣医学総合研究科 医科学獣医科学専攻 18 

 

附 則 

この規則は、令和２年９月24日から施行する。ただし、改正後の第71条第３項並びに第73条第２

項、第３項及び第４項の規定は、令和２年６月30日から適用する。 
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附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第１条の３の表に定める医学部看護学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和３年度

は、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和3年度 

医学部 看護学科 240(10) 

３ 第１条の３の表に定める工学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和３年度から令和

５年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

工学部 工学科 370 740 1,110(10) 

４ 第１条の３の規定にかかわらず、工学部環境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボ

ティクス学科、機械設計システム工学科、電子物理工学科、電気システム工学科及び情報システ

ム工学科の令和３年度から令和５年度までの収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

工学部 環境応用化学科 174 116 58 

社会環境システム工学科 159 106 53 

環境ロボティクス学科 147 98 49 

機械設計システム工学科 162 108 54 

電子物理工学科 159 106 53 

電気システム工学科 147 98 49 

情報システム工学科 162 

(20) 

108 

(20) 
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(10) 

５ 令和２年度以前に工学部環境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボティクス学科、

機械設計システム工学科、電子物理工学科、電気システム工学科、情報システム工学科に入学し

た者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 

附 則 

この規則は、令和３年12月23日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の３の表に定める教育学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和６年度から令

和８年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

教育学部 学校教育課程 500 520 540 

３ 第１条の３の表に定める農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、

海洋生物環境学科及び畜産草地科学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和６年度から

令和８年度までは、次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

農学部 植物生産環境科学科 206 204 202 

森林緑地環境科学科 206 204 202 

応用生物科学科 226 224 222 

海洋生物環境学科 129 126 123 

畜産草地科学科 233 222 211 

４ 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和６年度は、次の
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とおりとする。 

研究科名 専攻名 令和6年度 

工学研究科 工学専攻 278 

 

附 則                                                           

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の３の表に定める農学部農学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和７年度か

ら令和９年度までは、次のとおりとする。  

学部 学科・課程 令和7年度 令和8年度 令和9年度 

農学部 農学科 235 470 705 

３ 第１条の３の規定にかかわらず、農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物 

科学科、海洋生物環境学科及び畜産草地科学科の令和７年度から令和９年度までの収容定員は、

次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和7年度 令和8年度 令和9年度 

農学部 植物生産環境科学科 154 102 50 

森林緑地環境科学科 154 102 50 

応用生物科学科 169 112 55 

海洋生物環境学科 96 63 30 

畜産草地科学科 172 111 50 

４ 令和７年度以前に工学部工学科に入学した者並びに令和６年度以前に農学部植物生産環境科学

科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科及び畜産草地科学科に入学した者

が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年３月12日から施行する。 

２ 改正後の第76条第１項の規定のうち、がん看護領域に係る部分は、令和３年４月１日から適用

する。 

３ 改正後の第76条第１項の規定のうち、実践助産学領域に係る部分は、令和４年４月１日から適

用する。 
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   ３－２　　〇宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程 
 
 
 
                                                        
                                                        
 

 
 

 

 平成 19 年４月１日 
 制             定 

 
 

 

 

改正 平成 20 年９月８日 
平成 22 年９月６日 
平成 23 年２月 16 日 
平成 27 年６月 16 日 
令和２年８月 28 日 
令和３年５月 28 日 

平成 21 年２月 18 日 
平成 22 年９月 24 日 
平成 26 年 11 月 21 日 
平成 31 年２月 15 日 
令和３年２月 15 日 

                                                    
（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則及び宮崎大学学務規則（以下「学務規則」と
いう。）の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科（以下「本研究科」という。）に
関し必要な事項を定めるものとする。 

 
（目的） 

第２条 研究科は、自然科学の分野において、専門的かつ学際的な研究・教育を行い、科学・技術
の発展に資するとともに、豊かな学識と高度な研究能力を備えた人材を養成することを目的とす
る。 

 
（研究科長） 

第３条 研究科に、研究科長を置く。 
２ 研究科長は、研究科の専任の教授をもって充てる。 
３ 研究科長は、研究科の校務をつかさどる。 
４ 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。     
５ 研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。 
６ 研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。  
 
（副研究科長） 

第４条 研究科に、副研究科長１人を置く。 
２ 副研究科長は、研究科の専任の教授をもって充てる。 
３ 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。 
４ 副研究科長の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、研究科長の任期の終期を超えること

はできない。   
５ 副研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。 
６ 副研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。  
 
（研究科委員会） 

第５条 研究科に、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）
を置く。 

２ 研究科委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。 
 
（専攻及び講座） 

第６条 研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。 
資源環境科学専攻   環境共生科学講座 持続生産科学講座 
生物機能応用科学専攻 生命機能科学講座 水域生物科学講座 
物質・情報工学専攻  新材料エネルギー工学講座 生産工学講座  

             数理情報工学講座 
２ 前項に掲げるもののほか、研究科の専攻に協力講座を置くことができる。 
３ 前２項に掲げるもののほか、研究科の専攻に客員の教授及び准教授をもって構成する講座（次

項において「客員講座」という。）を置くことができる。 
４ 協力講座及び客員講座に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。 
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（専攻長） 
第７条 前条第１項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。 
２ 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。 
３ 専攻長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、専攻長に欠員が生じた場合の後任者の任

期は、前任者の残任期間とする。 
 

 （入学時期） 
第７条の２ 入学の時期は、学期の始めとする。 
 
（入学） 

第８条 入学志願者は、指定の期日までに入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出し
なければならない。 

 
第９条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。 
２ 前項の選考について、入学試験実施方法についての申合せ、入学試験実施要領等については別

に定める。 
 
第１０条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければなら

ない。 
 
（転入学、転専攻及び転教育コース） 

第１１条 学務規則第 69 条第２項の規定により本研究科に転入学を志望する者には、研究科委員会
の議を経て許可することができる。 

２ 本研究科学生で転専攻又は転教育コースを志望する者には、研究科委員会の議を経て許可する
ことができる。 

 
（授業、研究指導及び学習方法） 

第１２条 授業科目及び単位数は、別に定める。 
 
第１３条 学生の授業科目履修、研究及び学位論文に対する指導を行うため、学生ごとに指導教員

を置く。 
２ 指導教員は、主指導教員１名及び２名以上の副指導教員とする。主指導教員は研究指導を担当

する資格を有する教授又は准教授とし、副指導教員は研究指導又は研究指導の補助を担当する資
格を有する教員とする。なお、研究指導の補助者として他の教員を加えることができる。指導教
員の学問系統の構成については、別に定める。 

３ 指導教員は、研究科委員会において定める。 
 
第１４条 学生は、研究題目及び履修科目を、入学時に指導教員の指導に従って選定し、担当する

教員の承諾を得て研究科長に届け出なければならない。 
２ 指導教員は、学年初めに研究指導計画書を作成し、研究科に届け出ることとする。 
 
第１５条 学生は、研究科に係る授業科目について 12 単位以上を修得しなければならない。 
２ 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、本学の他研究科の授業科目を履修し、

かつ、必要な研究を行うことができる。 
３ 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院及び外国の大学院の授

業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。)におい
て必要な研究を行うことができる。 

 
（教育方法の特例） 

第１６条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期におい
て、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

２ 前項の対象となる学生は、社会人に対する特別選抜を経て入学した者とする。 
 
（試験及び単位の認定） 

第１７条 試験は、毎学期末において授業担当教員が行う。ただし、特別な事情のある場合には、
学期の途中において行うことができる。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究科
委員会が指名した他の教員が行う。 

 
第１８条 単位認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行う。 
２ 第 15 条第２項及び第３項により修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合
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の認定は、研究科委員会が行う。 
３ 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経

て算入することができる。 
４ 履修科目の成績は、それぞれ 100 点満点で 60 点以上を合格とし、所定の単位を与え、60 点未

満を不合格とし、単位を与えない。 
５ 前項の成績を発表する必要がある場合は、下記の評語と評点によるものとする。 
   秀：評点 90 点以上（到達目標を特に優秀な水準で達成している。） 
   優：評点 80～89 点（到達目標を優秀な水準で達成している。） 
   良：評点 70～79 点（到達目標を良好に達成している。） 
   可：評点 60～69 点（到達目標を達成している。） 
   不可：評点 60 点未満（到達目標を達成していない。） 
 
 （成績に関する申立て） 
第１９条 成績評価を受けた者で、成績評価に異議がある場合には、原則として当該学期内に工学

部教務・学生支援係（農学工学総合研究科担当）を通じて研究科長に申立てをすることができる。
詳細については別途定める。 

 
（学位論文の審査及び課程修了の認定等） 

第２０条 学位論文を提出することができるのは、３年次後半の学期以降である。ただし、優れた
研究業績を上げた者については、修士課程の在学期間を含めて３年目後半の学期以降に提出する
ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学資格に関して修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認められて入学した者であって、かつ、優れた研究業績を上げた者については、１年次後半の学
期以降に学位論文を提出することができる。 

３ 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに、所定の申請書類とともに学位請求論
文を研究科長に提出しなければならない。 

 
第２１条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導員を含む５名以

上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査及び最終試験を行う。なお、学位論文
審査委員会については、別に定める。 

 
第２２条 最終試験は、第 15 条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出し

たものについて行う。 
２ 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について筆記又は口述試験によって行

う。 
３ 最終試験は、学位論文を審査した教員が行う。ただし、その教員に退職又は事故あるときは研

究科委員会が指名した他の教員が行う。 
 
第２３条 研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。 
２ 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。 
 
（休学、退学、除籍、復学及び再入学） 

第２４条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、学務規則の定めるところによる。 
２ 復学は、研究科委員会で承認の上、研究科長が許可する。 
３ 再入学の選考は、研究科委員会で行う。 
 
（研究生、科目等履修生、特別聴講学生、外国人留学生及び特別研究学生） 

第２５条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
 (1) 博士の学位を有する者 
 (2) 前号と同等以上の研究能力及び学力があると研究科が認めた者 
 
第２６条 研究生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目を記載した願書に履歴書、身

体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。 
 
第２７条 前条の志願者については、研究科委員会において学力及び能力を検査の上選考する。 
 
第２８条 研究生として許可された者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなけ

ればならない。 
 
第２９条 研究生の在学期間は、宮崎大学研究生規程第７条により取り扱う。 
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第２９条の２ 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者
とする。 

 (1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 
 (2) 前号と同等以上の学力があると研究科が認めた者 
 
第３０条 学務規則第 88条に定める特別聴講学生については、第 27条から第 29条までを準用する。 
 
第３１条 外国人で研究科の学生、研究生等として入学を志願する者については、前条までの規定

によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。 
 
第３２条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本研究科で研究指導を受けることを志願する者

があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。 
 
（懲戒） 

第３３条 研究科長は、研究科学生が学務規則第 86 条の規定による懲戒の対象に該当すると認める
ときは、研究科委員会の議を経て学長に申し出るものとする。 

 
（事務） 

第３４条 研究科に係る事務については、工学部教務・学生支援係（農学工学総合研究科担当）に
おいて処理する。 

 
附 則 

１ この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 
２ この規程の施行後最初に任命する研究科長は、第３条第２項の規定にかかわらず、農学部長と

し、その任期は、第３条第４項の規定にかかわらず、平成 19 年９月 30 日までとする。 
 

附 則 
 この規程は、平成 20 年９月８日から施行し、平成 19 年４月１日から適用する。 
 
      附 則 
 この規程は、平成 21 年２月 18 日から施行する。 
 
      附 則 
 この規程は、平成 22 年９月６日から施行する。 
 
      附 則 
 この規程は、平成 22 年 10 月１日から施行する。 
 
      附 則 
 この規程は、平成 23 年２月 16 日から施行する。 
 

附 則 
１ この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 
２ この規程施行の日に現に研究科長若しくは副研究科長である者の任期については、平成 27 年 
９月 30 日までとする。 

 
   附 則 
 この規程は、平成 27 年６月 30 日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成 31 年２月 15 日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和２年８月 28 日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和３年５月 28 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
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農学工学総合研究科の成績評価に関する 

異議申立てについての申合せ 
 

農学工学総合研究科運営委員会 
                        平 成 2 7 年 ５ 月 13 日 制 定 
                        一部改正 令和３年 11 月 10 日 
 
 
 １ この申合せは、宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程第１９条の規定に基づき、

成績評価に対する申し立てに関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
 ２ 成績評価に対して異議がある場合、その成績評価を受けた者は、別紙１により原

則として当該学期内に工学部教務・学生支援係（農学工学総合研究科担当）を通

じて研究科長宛に申し立てをすることができる。 
 
 ３ 前項による成績評価に対する申し立てを研究科長が受けた場合は、当該学生の所

属する専攻長又は運営委員会委員（以下、「専攻長等」という。）に対処を依頼し、

専攻長等は適宜、学生及び担当教員から事情を聴取し対処する。専攻長等は、そ

の結果を研究科長に報告する。 
 
 ４ 専攻長等から報告を受けた研究科長は、申し立てをした学生に対して対処結果を

通知する。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－３ 　○農学工学総合研究科の成績評価に関する異議申立てについての申合せ
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別紙１ 

 

成績評価に対する異議申立て（農学工学総合研究科） 

 

申立日     年  月  日 

申立者 
氏  名 ：  

学籍番号 ：  

授業科目名 

 

（授業担当教員） 

 

 

（                   ） 

【具体的な内容】（記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、大学記入欄 

教務・学生支援係提出日 運営委員会による審議日 学生へ回答した日 

    年  月  日     年  月  日     年  月  日 

 

 

【提出先：教務・学生支援係（農学工学総合研究科担当）】 
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４－１　　　○宮崎大学学位規程 

                                                                   

平成 16年４月１日 

                           制       定           

改正 平成 17年３月 30日 平成 19年３月 22日 

                     平成 20年３月 27日  平成 22年３月 25日 

                    平成 22 年 11 月 25 日 平成 25年３月 28日 

                                          平成 26年３月 27日  平成 27年３月 26日 

                                          平成 28年３月 25日  平成 30年３月 22日 

令和元年８月８日  令和２年２月 27 日 

 （目的） 

第１条 この規程は、宮崎大学学務規則（以下「規則」という。）第 40条第２項及び第 85

条第３項の規定により宮崎大学（以下「本学」という。）が授与する学位について、必要

な事項を定める。 

 

 （学位の種類等） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。 

２ 学位の専攻分野の名称は、次表のとおりとする。 

学位（専攻分野の名称） 学位（専攻分野の名称）の英文表記 

学士（教育学） Bachelor of Education 

学士（医 学） Bachelor of Medicine 

学士（看護学） Bachelor of Nursing 

学士（工 学） Bachelor of Engineering 

学士（農 学） Bachelor of Agriculture 

学士（獣医学） Bachelor of Veterinary 

学士（地域資源創成学） Bachelor of Regional Innovation 

修士（医科学） Master of Medical Science 

修士（動物医科学） 
Master of Animal Biomedical Science 

Master of Veterinary Science 

修士（看護学） Master of Nursing Science 

修士（工 学） Master of Engineering 

修士（農 学） Master of Agriculture 

修士（水産学） Master of Fisheries 

修士（学 術） Master of Science 

修士（地域資源創成学） Master of Regional Innovation 
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博士（医 学） Doctor of Philosophy in Medicine 

博士（農 学） Doctor of Philosophy 

博士（獣医学） Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine 

博士（工 学） Doctor of Philosophy 

博士（学 術） Doctor of Philosophy 

教職修士（専門職） Master of Education(Profession） 

 

 （学位の授与要件） 

第３条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。 

２ 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。 

３ 博士の学位は、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科

博士後期課程を修了した者に授与する。 

４ 前項に規定するもののほか、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工

学総合研究科博士後期課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授与を申

請し、その審査に合格し、かつ、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工

学総合研究科博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者にも

学位を授与することができる。 

５ 専門職学位は、本学大学院の教育学研究科専門職学位課程を修了した者に授与する。 

 

 （学位の申請） 

第４条 修士の学位論文は、当該研究科長に提出するものとする。 

２ 博士の学位授与の申請は、学位論文願に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、

当該研究科長に提出するものとする。 

３ 前条第４項の規定による学位の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履

歴書並びに学位論文審査手数料 57,000円を添え、当該研究科長に提出するものとする。 

４ 本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程に

所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が学

位を申請するときは、前項の規定を適用する。この場合において、退学したときから１年

を超えないときは、学位論文審査手数料の納付を免除する。 

５ 提出した学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。 

 

 （学位論文） 

第５条 提出する修士及び博士の学位論文は、１編とする。ただし、参考として他の論文を

添付することができる。 

２ 審査のため必要があるときは、論文の訳文又は関係資料を提出させることがある。 
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 （審査の付託） 

第６条 研究科長は、修士及び博士の学位論文を受理したときは、当該研究科委員会にその

審査を付託しなければならない。 

 

 （審査） 

第７条 工学及び農学の各研究科委員会は、修士課程の論文審査を付託されたときは、当該

専攻の教授１名のほか、関連する専門分野の教員（助手を除く。以下同じ。）のうちから

２人以上の審査委員を選出して、論文の審査及び最終試験を行う。 

２ 地域資源創成学研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導

教員を含む３人以上の教員からなる学位論文指導委員会により、論文の審査及び最終試

験を行う。 

３ 農学工学総合研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導教

員を含む５人以上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査並びに最終試

験又は試験を行う。ただし、学位論文審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する

教員３人以上を含むものとする。 

４ 前３項の審査には、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができ

る。 

５ 看護学研究科委員会及び医学獣医学総合研究科委員会は、当該学位論文の審査を行う

ため審査委員会を設置し、その委員として、当該委員会の構成員の中から３人を選定す

る。 

６ 前項の審査委員は、主査１人、副査２人とする。ただし、医学獣医学総合研究科委員会

が必要と認めたときは、当該構成員以外の本学の教員又は他の大学院若しくは研究所等

の教員等を加えることができる。 

７ 審査委員会は、第３条第２項及び第３項の規定によるものについては学位論文の審査

及び最終試験を、第３条第４項の規定によるものについては学位論文の審査及び学力の

確認を行う。 

 

 （審査期間） 

第８条 修士論文の審査は、提出者の在学期間中に終了するものとする。 

２ 博士論文の審査は、受理した日から１年以内に終了するものとする。 

 

 （最終試験又は試験） 

第９条 最終試験又は試験は、論文の審査を終えた後、論文を中心として関連ある授業科目

について口頭又は筆記により行うものとする。 

 

 （学力の確認） 
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第１０条 第３条第４項に規定する学力の確認は、第４条第３項及び第４項の規定により

申請のあった者に対し、学位論文の審査及び試験を終えた後、学位論文に関連のある専門

分野及び外国語について、口頭又は筆記によって行う。 

２  前項の規定にかかわらず、第４条第４項に規定する者のうち退学したときから当該研

究科が定める年限以内に学位を申請する者については、前項の学力の確認を免除するこ

とができる。 

 

 （審査結果の報告） 

第１１条 審査委員は、論文の審査並びに最終試験又は試験及び学力の確認を終了したと

きは、速やかにその結果を文書をもって当該研究科委員会に報告しなければならない。 

 

 （合否の判定） 

第１２条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、修士及び博士の学位を授与すべ

きか否かを議決する。 

２ 前項の議決を行うには、委員（外国出張者及び休職者を除く。）の３分の２以上が出席

し、かつ、出席委員の３分の２以上の賛成がなければならない。 

 

 （判定結果の報告） 

第１３条 研究科長は、当該研究科委員会が前条第１項によって合格と決定した者の氏名、

論文審査の要旨並びに最終試験又は試験の成績を文書をもって速やかに学長に報告しな

ければならない。 

 

 （学位の授与及び報告） 

第１４条 学長は、学士の学位にあっては学部長からの報告を受けて、修士及び博士の学位

並びに専門職学位にあっては前条の報告を受けて、学位を授与すべき者を決定し、学位記

を交付して学位を授与する。授与できない者には、その旨を本人に通知するものとする。 

２ 前項前段の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録するとともに、学位

規則（昭和 28年文部省令第９号）第 12条に定める様式により、文部科学大臣に報告しな

ければならない。 

 

 （学位論文要旨等の公表） 

第１５条 博士の学位を授与したときは、授与した日から３月以内に、その学位論文の内容

の要旨及び学位論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとす

る。 

 

 （学位論文の公表） 
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第１６条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、

当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の

学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事情がある

場合には、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容

を要約したものを公表することができるものとする。この場合において、研究科長は、当

該学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

３ 前２項の規定により学位論文を公表する場合には、「宮崎大学審査学位論文」と明記し

なければならない。 

４ 博士の学位を授与された者が行う第１項及び第２項の規定による公表は、本学の協力

を得て、インターネットの利用により行うものとする。 

 

 （学位の名称） 

第１７条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、本学名を付記するもの

とする。 

 

 （学位授与の取消し） 

第１８条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が、不正な方法により

学位の授与を受けた事実が判明したとき、又は学位の名誉を汚す行為があったときは、

学長は、当該研究科委員会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、か

つ、その旨を公表するものとする。 

２ 研究科委員会が前項の決定をする場合には、第 12条第２項の規定を準用する。 

 

 （学位記の様式） 

第１９条 学位記の様式は、別紙１から別紙５のとおりとする。 

 

 （特定の課題の取扱い） 

第２０条 規則第 76条第１項に規定する特定の課題についての研究の成果に関する取扱い

については、この規程に定める修士論文に関する取扱いに準ずるほか、必要に応じて各研

究科が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 16年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 17年４月１日から施行する。 

69



 

   附 則 

 この規程は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 20年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 22年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規程は、平成 22年 11月 25日から施行する。 

２ 国立学校設置法の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 29 号）附則第２項の規定に

より平成 15 年９月 30 日に当該大学に在学した者が在学しなくなる日までの間存続する

ものとされた宮崎大学及び宮崎医科大学の学部又は大学院に在学する者（以下「在学者」

という。）並びに在学者の属する年次に編入学等した者については、改正後の第 19条の

規定にかかわらず、次のとおりとする。 
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附 則 

１ この規程は、平成 25年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第 15条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与した場合につ

いて適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第 16条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与された者につ

いて適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。  

 

   附 則 

 この規程は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成 28年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第２項の規定にかかわらず、平成 28 年３月 31 日に教育文化学部に在

学する者の学位に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、令和元年８月８日から施行し、令和元年７月１日から適用する。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第２項及び第７条第１項の規定にかかわらず、令和２年３月 31 日

に教育学研究科修士課程に在学する者の学位に関しては、なお従前の例による。 
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別紙１（第３条第１項関係） 

Verification of Degree 

 

Degree No.：(学位記番号) 

Name：(氏名) 

Date of Birth：(生年月日) 

 

Be it known that the above named person has 

been granted the degree of 

(学位名) 

on this (学位授与日) having fulfilled all the    

requirements for the bachelor’s degree in the 

Faculty of (学部名), University of Miyazaki, 

Japan. 

宮大〇第    号 

 

卒業証書・学位記 

 

氏       名 

生  年  月  日 

 

 本学〇〇学部〇〇学科（課程）所定の課程

を修めて本学を卒業したことを認め学士（〇

〇）の学位を授与する 

 

 

（元号） 年  月  日 

 

宮崎大学〇〇学部長 〇〇 〇〇 印 

宮 崎 大 学 長 〇〇 〇〇 印 

Signature(サイン) 

(学部長名) 

Dean, Faculty of 

(学部名), 

University of 

Miyazaki 

Signature(サイン) 

(学長名) 

President of 

University of 

Miyazaki 

（日本産業規格Ａ３横型） 

 

別紙２（第３条第２項関係） 

Verification of Degree 

 

Degree No.：(学位記番号) 

Name：(氏名) 

Date of Birth：(生年月日) 

 

Be it known that the above named person has 

been granted the degree of 

(学位名) 

on this (学位授与日) having fulfilled all the    

requirements for the master ’s degree in the 

specialty of (専攻名) at the Graduate School 

of (研究科名), University of Miyazaki, Japan. 

 

Signature(サイン) 

 (学長名) 

President of University of Miyazaki 

〇修第    号 

 

学  位  記 

 

氏       名 

生  年  月  日 

 

 本学大学院〇〇研究科〇〇専攻の修士（博

士前期）課程において所定の単位を修得し学

位論文の審査及び最終試験に合格したので修

士（〇〇）の学位を授与する 

 

（元号） 年  月  日 

 

 

宮 崎 大 学    印 

（日本産業規格Ａ３横型） 

※第20条に定める特定の課題による学位記については、「学位論文の審査」を「特定の 

課題についての研究成果の審査」と記載する。 
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別紙３（第３条第３項関係） 

Verification of Degree 

 

Degree No.：(学位記番号) 

Name：(氏名) 

Date of Birth：(生年月日) 

 

Be it known that the above named person has 

been granted the degree of 

(学位名) 

on this (学位授与日) having fulfilled all the    

requirements for the doctoral degree in the 

specialty of (専攻名) at the Graduate School 

of (研究科名), University of Miyazaki, Japan. 

 

Signature(サイン) 

 (学長名) 

President of University of Miyazaki 

〇博甲第    号 

 

学  位  記 

 

氏       名 

生  年  月  日 

 

 本学大学院〇〇研究科〇〇専攻の博士（博

士後期）課程において所定の単位を修得し学

位論文の審査及び最終試験に合格したので博

士（〇〇）の学位を授与する 

 

（元号） 年  月  日 

 

 

宮 崎 大 学    印 

（日本産業規格Ａ３横型） 

 

 

別紙４（第３条第４項関係） 

Verification of Degree 

 

Degree No.：(学位記番号) 

Name：(氏名) 

Date of Birth：(生年月日) 

 

Be it known that the above named person has 

been granted the degree of 

(学位名) 

on this (学位授与日) having fulfilled all the    

requirements of the Dissertation Option for 

the doctoral degree at the Graduate School of 

(研究科名), University of Miyazaki, Japan. 

 

Signature(サイン) 

 (学長名) 

President of University of Miyazaki 

〇博乙第    号 

 

学  位  記 

 

氏       名 

生  年  月  日 

 

 本学に学位論文を提出し所定の審査及び試

験に合格したので博士（〇〇）の学位を授与

する 

 

 

（元号） 年  月  日 

 

 

宮 崎 大 学    印 

（日本産業規格Ａ３横型） 
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別紙５（第３条第５項関係） 

Verification of Degree 

 

Degree No.：(学位記番号) 

Name：(氏名) 

Date of Birth：(生年月日) 

 

Be it known that the above named person has 

been granted the degree of 

(学位名) 

on this (学位授与日) having fulfilled all the    

requirements for the master’s degree in the 

specialty of Development of Teaching 

Profession at the Graduate School of 

Education, University of Miyazaki, Japan. 

 

Signature(サイン) 

 (学長名) 

President of University of Miyazaki 

〇修(専)第    号 

 

学  位  記 

 

氏       名 

生  年  月  日 

 

 本学大学院教育研究科教職実践開発専攻の

専門職学位課程において所定の単位を修得し

たので教職修士（専門職）の学位を授与する 

 

 

 

（元号） 年  月  日 

 

 

宮 崎 大 学    印 

（日本産業規格Ａ３横型） 
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４－２  ○宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における学位授与に関する細則 

令和３年２月15日 

制定 

（趣旨） 

第１条 宮崎大学大学院農学工学総合研究科（以下「本研究科」という。）博士後期課程における

学位授与に関しては、宮崎大学学位規程（以下「学位規程」という。）及び宮崎大学大学院農学

工学総合研究科規程（以下「研究科規程」という。）に定めるもののほか、この細則の定めると

ころによる。 

（学位論文提出の資格要件、時期等） 

第２条 学位規程第３条第３項の規定により学位授与を申請することのできる者は、本研究科博士

後期課程に３年以上在学し、研究科規程第15条に定める単位を修得した者又は学位論文（学位授

与を申請するための論文をいう。以下同じ。）を提出する日の属する学年末（９月に学位授与を

受けようとする者は９月末）までに、単位を修得する見込みがある者とする。 

２ 本研究科博士後期課程に３年以上在学し、本研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ退学した者が、再入学しないで学位授与を申請する際は、退学から３年

以内の場合は、学位規程第３条第３項の規定により学位授与を申請したものとして取り扱い、退

学から３年を超える場合は、学位規程第３条第４項の規定により学位授与を申請したものとする。 

３ 学位論文の提出期間は、次のとおりとする。 

(1) ３月に学位授与を受けようとする者は、前年12月の所定の期間とする。 

(2) ９月に学位授与を受けようとする者は、同年６月の所定の期間とする。 

（早期修了予定者の学位論文提出の資格要件、時期等） 

第３条 早期修了により学位授与を申請することのできる者（以下「早期修了予定者」という。）

は、次のいずれかに掲げる者とする。 

(1) 宮崎大学学務規則（以下「学務規則」という。）第76条第３項ただし書に基づく短期履修制

度の適用を受ける者 

(2) 学務規則第76条第２項ただし書及び同条第３項ただし書に規定する優れた研究業績を上げ

た者 

２ 前項に掲げる者は、１年から２年半の在学期間における学位授与に申請することができる。 

３ 早期修了予定者に関し必要な事項は、別途定める。 

（課程修了者以外の学位論文提出の資格要件、時期等） 

第４条 学位規程第３条第４項の規定により学位授与を申請しようとする者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

(1) 本研究科に３年以上在学し、本研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けたうえ退学した者のうち、再入学しないで、退学から３年を超えた者 

(2) 大学院の博士前期課程又は修士課程を修了した後、４年以上の研究歴を有する者 

(3) 大学を卒業した後、７年以上の研究歴を有する者 

(4) その他宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）におい

て資格があると認めた者 

２ 前項第２号及び第３号にいう研究歴とは、次に掲げるものとする。 

(1) 大学の専任教員として研究に従事した期間 

(2) 大学の研究生として研究に従事した期間 

(3) 大学院の学生として在学した期間 

(4) 官公庁、会社等において研究に従事した期間 

(5) その他研究科委員会において前各号と同等以上と認めた期間 

３ 学位論文の提出期間は、次のとおりとする。 

(1) ３月に学位授与を受けようとする者は、前年８月の所定の期間とする。 

(2) ９月に学位授与を受けようとする者は、同年２月の所定の期間とする。 

（学位論文の提出） 

第５条 学位授与の審査を受けようとする者は、次に掲げる書類等を宮崎大学大学院農学工学総合

研究科長（以下「研究科長」という。）に提出するものとする。この場合において、学位規程第
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３条第３項の規定により学位論文を提出する者は、第２号及び第９号から第11号を除く。ただし、

退学したときから１年を越えて第２条第２項により学位論文を提出する場合は、第11号も提出す

るものとする。学位規程第３条第４項の規定により学位論文を提出する者は、第１号を除き提出

するものとする。 

(1) 学位申請書（学位規程第３条第３項関係） １部 

(2) 学位申請書（学位規程第３条第４項関係） １部 

(3) 学位論文 １部 

日本語又は英語で書くこととし、英語で書いたものは、題目に日本語を併記することとする。 

(4) 学位論文の要旨 １部 

(5) 論文目録 １部 

(6) 履歴書 １部 

(7) 学位申請に係わる参考論文使用承諾書 １部 

共著者が外国人の場合は、原則として英語で、同様な内容の文書をもって代えることができ

る 

(8) 参考論文 各１部 

(9) 研究歴に関する証明書 １部 

(10) 最終出身大学（院）の卒業（修了）証明書又は単位修得退学証明書 １部 

(11) 学位論文審査手数料 学位規程第４条第３項に定める額 

２ 学位論文の主たる部分となる参考論文は、原則として学術論文誌等に掲載又は掲載が決定され

ているものとし、学位論文に必要な参考論文数は次のとおりとする。 

(1) 学位規程第３条第３項の規定により学位論文を提出する者は、参考論文２編以上とする。 

(2) 学位規程第３条第４項の規定により学位論文を提出する者は、参考論文５編以上とする。 

(3) 第１号の規定にかかわらず、第３条第１項により学位論文を提出する者は、参考論文３編以

上とする。 

３ 参考論文は、原則として学位論文を提出する者（以下「申請者」という。）が筆頭著者である

こととする。ただし、申請者が筆頭著者以外で論文への貢献度が筆頭著者と同等又は最も高い場

合は、理由書を提出することにより、その内容が宮崎大学大学院農学工学総合研究科専攻会議（以

下「専攻会議」という。）で了承されれば、筆頭著者以外でも参考論文とすることができる。 

４ 参考論文のうち１編を、複数編の査読つき講演論文（Proceedings等）で代える場合は、国際的

な会議のもので英文２編以上とし、そのうち１編は筆頭著者であることとする。ただし、申請者

が筆頭著者以外で論文への貢献度が筆頭著者と同等又は最も高い場合は、理由書を提出すること

により、その内容が専攻会議で了承されれば、筆頭著者とみなすことができる。なお、第３条第

１項第２号により申請する者は、本項は該当しないものとする。 

５ 参考論文には、原則として学生の在籍期間における主指導教員又は副指導教員（以下「指導教

員」という。）を共著者として含む論文が１編以上あることとする。ただし、早期修了予定者の

うち、本研究科における在学期間が１年間で学位授与を申請する場合、参考論文の共著者に指導

教員を含む論文を必要としないこととする。なお、第３条第１項に該当する者以外で指導教員を

含む論文がない場合の取扱いは、各専攻が別途定めるものとする。 

６ 学位規程第３条第３項の規定により学位論文を提出する者は、本研究科入学前５年以内に発表

された学術論文を参考論文とすることができる。 

７ 第２項に規定する学術論文誌は、次の各号のいずれかに該当する認定基準を満たすものとする。 

(1) 日本国内学術論文誌については、次に規定する学術研究団体が発行する査読のある学術論文

誌とする。 

ア 日本学術会議が認定した「日本学術会議協力学術研究団体」として登録されている学術団

体。 

イ ア以外の団体で、次のすべての項目を満たしていると宮崎大学大学院農学工学総合研究科

運営委員会（以下「運営委員会」という。）が判断した団体。なお運営委員会は申請者等の

当該者に、下記を確認できる関連書類を提出させるものとする。 

(ア) 名称、目的、事務所、構成員の資格及び代表者について定めがあること。 

(イ) 運営及び活動に係る方針を決定する総会又はこれに準ずるものを年１回以上開催して
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いること。 

(ウ) 構成員の資格を、特定の地域内に居住し、又は勤務している者に限っていないこと。 

(エ) 学術団体としての活動が３年を超えて行われていること。 

(オ) 500名以上の構成員を有すること。 

(カ) 研究発表の集会を年１回以上開催していること。 

(キ) 査読付き学術研究論文の掲載誌を年１回以上発行していること。ただし、査読に関し

ては、査読規定が明文化されており、複数人で査読していること。 

(2) 国際学術論文誌については、Current Contents、Scopus、Web of Science、PubMedのいずれ

かに記載されている学術論文誌とする。 

（学位論文審査委員会） 

第６条 学位規程第７条第３項及び研究科規程第21条に規定する学位論文審査委員会（以下「審査

委員会」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 学位規程第３条第３項の規定により学位論文を提出する者の審査委員会は、主指導教員及び

副指導教員を含む５名以上の教員で組織する。 

(2) 学位規程第３条第４項の規定により学位論文を提出する者の審査委員会は、教員５名以上で

組織する。 

２ 前項の教員（主指導教員を除く。）は、専任又は兼担の教授、准教授、講師又は助教（研究指

導を担当する資格を有する者に限る。）とし、農学系および工学系の教員とする。 

３ 審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員３名以上（第１項第１号の場合、１名

は主指導教員と同一の専攻から選出する。）を含み、この中から１名を互選により主査とする。 

４ 第１項の審査委員（主指導教員を除く。）として、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の教

員等を加えることができる。 

５ 第１項の審査委員（主指導教員を除く。）の選出は、第１項第１号においては学位授与の審査

を受けようとする者が属する専攻の申請に基づき、同項第２号においては学位論文の内容に関連

する専攻の申請に基づき、研究科委員会が行う。なお、審査の途中において委員に退職又は事故

あるときは、研究科委員会が指名した他の教員が行う。 

（学位論文公聴会） 

第７条 審査委員会は、学位論文審査の一環として、学位論文の公聴会を開催しなければならない。 

２ 公聴会の日程等は、開催日の１週間前までに公示するものとする。 

（試験の通知） 

第８条 審査委員会は、学位規程第９条に規定する試験の内容、方法及び日程等を定め、これを実

施日の１週間前までに学位授与を申請した者に通知するものとする。 

（学力の確認） 

第９条 審査委員会は、学位規程第10条に規定する学力の確認の内容、方法及び期日等を定め、こ

れを実施日の１週間前までに学位授与を申請した者に通知するものとする。 

２ 学力の確認の内容は学位論文に関連ある専門分野及び外国語とし、外国語については、１種類

を課すものとする。ただし、外国人については、母国語を除くものとする。 

（学位論文の審査結果及び最終試験結果の報告） 

第10条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験等が終了したときは、論文審査結果の要旨並

びに学位論文審査結果及び最終試験結果報告書を研究科長に提出するものとする。また、学位規

程第10条に規定する学力の確認を行った場合は、学力の確認結果報告書を作成し研究科長に提出

するものとする。 

（学位授与の可否） 

第11条 研究科委員会は、前条の論文審査委員会からの報告に基づき、可否投票を行い、博士の学

位を授与するか否かを議決する。 

２ 前項の議決を行うには、研究科委員会構成員の３分の２以上が出席し、かつ、出席委員の３分

の２以上の賛成がなければならない。 

（追審査及び追試験に係る学位授与合否判定及び修了判定） 

第12条 運営委員会は、研究科規程第23条に規定する追審査及び追試験を実施した場合の学位授与

合否判定及び修了判定の日程等について、適宜定める。ただし、原則として２月又は８月若しく
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は９月に開催される研究科委員会で判定を行うものとする。 

（雑則） 

第13条 この細則に定めるもののほか、学位授与に関する事項は、研究科委員会において定める。 

附 則 

１ この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年度以前に退学した者（本研究科博士後期課程に３年以上在学し、本研究科が定めた所

定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ退学した者をいう。）の学位授与に関す

る取扱いについては、本細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この細則は、令和３年８月27日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和５年11月24日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和６年７月26日から施行する。 
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４－３  ○学位論文審査関係書類 

 

 

（１）学位申請書（宮崎大学大学学位規程第３条第３項関係）（別紙様式１） 

（２）学位申請書（宮崎大学大学学位規程第３条第４項関係）（別紙様式２） 

（３）学位論文の要旨（別紙様式３） 

（４）論文目録（別紙様式４） 

（５）履歴書（別紙様式５） 

（６）学位申請に係わる参考論文使用承諾書（別紙様式６） 

（７）論文審査結果の要旨（別紙様式７） 

（８）学位論文審査結果及び最終試験結果報告書（別紙様式８） 

（９）学力の確認結果報告書（論文博士用）（別紙様式９） 

（１０）学位論文題目変更願（課程博士用） 

（１１）学位論文題目変更願（論文博士用） 
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別紙様式１（宮崎大学学位規程第３条第３項関係） 

 

（西暦）  年  月  日 

 

  宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 

 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科 

博士後期課程 

（西暦）  年度（  月）入学 

専攻 

 

氏名            印 

 

学 位 申 請 書 

 

 このたび、博士（農学、工学、学術）の学位の授与を受けたく、宮崎大学学位規程第４条第２

項の規定に基づき、学位論文、学位論文の要旨、論文目録、履歴書、論文共著者の承諾書及び参

考論文の綴を提出しますので、審査くださるようお願い申し上げます。 
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別紙様式２（宮崎大学学位規程第３条第４項関係） 

 

（西暦）  年  月  日 

 

 

  宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 

 

 

所属 

氏名             印 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 このたび、博士（農学、工学、学術）の学位の授与を受けたく、宮崎大学学位規程第４条第３

項の規定に基づき、学位論文、学位論文の要旨、論文目録、履歴書、論文共著者の承諾書、参考

論文、研究歴に関する証明書及び最終出身大学（院）の卒業（修了）証明書又は単位修得退学証

明書の綴を提出しますので、審査くださるようお願い申し上げます。 
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別紙様式３ 

学位論文の要旨 

フリガナ 

氏  名 
 

専  攻 

入学年度 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程 

専攻 

（西暦）    年度（  月）入学 

学位論文 

題  目 
 

【論文の要旨】（和文の場合 1,200字程度、英文の場合 800語程度） 

（注１） 論文博士の場合は、「専攻、入学年度」の欄には審査を受ける専攻のみを記入し、入学年度の記入 

  は不要とする。 

（注２） フォントは和文の場合 10.5ポイントの明朝系、英文の場合 12ポイントの times系とする。 

（注３） 学位論文題目が外国語の場合は日本語を併記すること。 

（注４） 和文又は英文とする。 
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別紙様式４ 

論 文 目 録 

フリガナ 

氏  名 
 

専  攻 

入学年度 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程 

専攻 

（西暦）    年度（  月）入学 

学位論文 

題  目 
 

【参考論文】 

 １．題 目 

   著 者 

   学術論文誌名 

   ・巻号頁又は ID 

   ・発行年月（yyyy ／mm） 

   ・DOI（不明の場合は記載しない） 

 

 ２．題 目 

   著 者 

   学術論文誌名 

   ・巻号頁又は ID 

   ・発行年月（yyyy ／mm） 

   ・DOI（不明の場合は記載しない） 

【その他の論文】 

１．題 目 

   著 者 

   学術論文誌名 

   ・巻号頁又は ID 

   ・発行年月（yyyy ／mm） 

   ・DOI（不明の場合は記載しない） 

（注１）論文博士の場合は、「専攻、入学年度」の欄には審査を受ける専攻のみを記入し、入学年度の記入は不要とする。 

（注２）学位論文題目が外国語の場合は日本語を併記すること。 

（注３）参考論文は、「宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における学位授与に関する細則」の第５条第２

項から第７項の要件に従う。 

（注４）参考論文の題目、著者名の表記は原論文の表記に従う。（印刷中の場合は掲載誌の書式が分かる頁を複写し添付

する。） 

（注５）【その他の論文】には、学位論文の内容に関係するもののみ記載すること。 
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別紙様式５ 

履 歴 書 

フリガナ 

氏  名 
 

生年月日 

（西暦） 
 

本籍 

（国籍） 
 

現 住 所 〒 

学  歴（大学卒業以降、本研究科入学までの学歴を記入） 

年 月（西暦） 事   項 

  

職  歴 

年 月（西暦） 事   項 

  

研 究 歴（農学工学総合研究科在学期間の研究は除く） 

年 月（西暦） 事   項 

  

学会及び社会における活動 

年 月（西暦） 事   項 

  

賞  罰 

年 月（西暦） 事   項 

  

 

以上のとおり相違ありません。 

（西暦）   年  月  日 

               氏  名                  印 

（注１）外国人留学生の場合、本籍の欄は国名を書く。 
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別紙様式６ 

 

 宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 

 

 

学位申請に係わる参考論文使用承諾書 

 

このたび、○○○○（申請者氏名）の学位申請に当たり、下記の学術論文を学位論文の参考論文として使

用すること、および自身の学位申請のための主たる論文として使用しないことを承諾いたします。 

 

学位申請者氏名  

所属専攻 

入学年度 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程 

専攻 

（西暦）    年度（  月）入学 

参考論文題目等 

   題 目 

   著 者 

   学術論文誌名 

   ・巻号頁又は ID 

   ・発行年月（yyyy ／mm） 

承諾者 氏   名                           印（又は自署） 

    所 属 等 

    所 在 地   〒 

 

電   話 

承諾年月日（西暦）    年  月  日 

（注１）承諾者は現在の所属先の部署・課、所在地および電話番号を記入する。 

（注２）承諾者が退職の場合は、現住所および電話番号を記入する。 

（注３）共著者が希望する場合は同様の内容が証明される文書で代えることができる。 

（注４）共著者の内、申請時の主指導教員並びに副指導教員は本承諾書の提出を免除することが 

できる。 

（注５）参考論文の題目、著者名の表記は原論文の表記に従う。(印刷中の場合は掲載誌の書式がわかる頁を 

複写し添付する。) 

(注６) 論文博士の場合は、「専攻、入学年度」の欄には審査を受ける専攻のみを記入し、入学年度の記入は 

不要とする。 
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別紙様式７ 

 
 

                                                                         （西暦）  年  月  日 
 
 

論 文 審 査 結 果 の 要 旨 

 

 専 攻 

入学年度 

                                    専 攻 

 （西暦）    年度（  月）入学 
氏 名  

 

論 文 題 目 

 

 審査委員 職名及び氏名   主 査 
 
  副 査 
 
  副 査 
 
  副 査 
 
  副 査 

職名   氏名 
 
   職名   氏名 
 
   職名   氏名 
 
   職名   氏名 
 
   職名   氏名 

審 査 結 果 の 要 旨（８００字以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公聴会での発表および質疑応答も適切であり、本審査委員会は論文審査および最終試験に合格したと判定する。 

 
  （注１）論文題目が外国語の場合は日本語を併記すること。 
（注２）最後に「公聴会での発表および質疑応答も適切であり、本審査委員会は論文審査および最終試験に合格 

したと判定する」という文言を統一して記載すること。 
（注３）論文博士の場合は、「専攻、入学年度」の欄には審査を受ける専攻のみを記入し、入学年度の記入は 

不要とする。 
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別紙様式８ 
                                                                          （西暦）  年  月  日 
 
 
     宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 
 
 
 
                              学位論文審査結果及び最終試験結果報告書 
 
 
     下記のとおり審査及び試験結果を報告致します。 

 

 学位申請者氏名、所属、論文題目  

学位申請者  

所属専攻 

入学年度 

                                              専攻 

   （西暦）   年度（  月）入学 

論文題目 
 

論文審査及び最終試験の実施 

  審査年月日  論文審査  （西暦）   年  月  日～ 

 
         （西暦）   年  月  日 

 最終試験  （西暦）   年  月  日 

論文審査及び最終試験の結果 

               論文審査     合格     不合格 

 
               最終試験     合格     不合格 

  審査委員 職名及び氏名   主 査 
 
 
  副 査 
 
 
  副 査 
 
 
  副 査 
 
 
  副 査 

  職名   氏名        印 
 
 
  職名   氏名        印 
 
 

職名   氏名        印 
 
 

職名   氏名        印 
 
 

職名   氏名        印 

 
  （注１）論文題目が外国語の場合は日本語を併記すること。 

（注２）論文博士の場合は、「専攻、入学年度」の欄には審査を受ける専攻のみを記入し、入学年度の記入は 

不要とする。 
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別紙様式９（論文博士用） 

 
                                                                         （西暦）   年  月  日 
 
     宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 
 
 

学力の確認結果報告書 
 
 

下記のとおり、学位申請者の学力の確認結果を報告いたします。 

 

 学位申請者氏名、所属、論文題目  

学位申請者  

所属専攻                                           専攻 

論文題目 
 

実施年月日 

実施年月日 
   （西暦）    年  月  日～ 

     （２回以上実施した場合にはすべてを列記する） 

実施内容 

【学力の確認】 

  学力の確認は以下のとおりである。 

 

  １．専門に関する学力の確認 

  

 

 

  ２．外国語 

  

  

 

  以上のように学力の確認を行った結果、本審査委員会では、申請者は十分な学力を有するものと判定する。 

 審査委員 職名及び氏名 
  主 査 

  副 査 

  副 査 

  副 査 

  副 査 

職名    氏名        印 

 職名    氏名        印 

 職名    氏名        印 

 職名    氏名        印 

 職名    氏名        印 
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（課程博士用） 

 

                                                        （西暦）   年  月  日 

 

    宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 

 

 

                                                  宮崎大学大学院農学工学総合研究科 

                                                 博士後期課程 

                                 （西暦）   年度（  月）入学 

                                                             専攻 

 

                                                 氏名                 印 

 

 

 

 

 

学位論文題目変更願 

 

審査過程で審査委員会より論文題目の変更を提案されましたので、下記のとおり変更をお願いします。 

 

記 

 

 

旧論文題目： 

 

 

新論文題目： 
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（論文博士用） 

 

                                                    （西暦）   年  月  日 

 

    宮崎大学大学院農学工学総合研究科長 殿 

 

 

                                                 所属 

 

                                                  氏名                   印 

 

 

 

 

 

学位論文題目変更願 

 

審査過程で審査委員会より論文題目の変更を提案されましたので、下記のとおり変更をお願いします。 

 

記 

 

 

旧論文題目： 

 

 

新論文題目： 
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 ４－４　　○宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程学位論文審査基準    
 
 

平成２５年９月５日  制 定 
 
 
  農学工学総合研究科博士後期課程の学位審査は、以下の基準に沿って総合的に判断す

るものとする。 
 
 １．学位審査論文の内容に十分な独自性があり、学術的意義、新規性、創造性、信頼性

を有し、該当分野の研究の進歩に寄与するものと認められること。 
 
 
 附記 
  この基準は、平成２５年９月５日から実施する。 
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４－５　　○宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における学位論文の作成要領 
 

 
平成19年４月１日制定 農学工学総合研究科委員会承認 
平成21年２月５日改正 農学工学総合研究科運営委員会承認 
平成23年９月21日改正 農学工学総合研究科運営委員会承認 
平成25年４月19日改正 農学工学総合研究科運営委員会承認 
平成28年11月17日改正 農学工学総合研究科運営委員会承認 
令和３年２月３日改正 農学工学総合研究科運営委員会承認 

 
本研究科において学位を申請しようとするものは、この論文作成要領により、学位論文を作

成すること。 
 
 
１．用いる言語 

日本語又は英語とする。 
 
２．学位申請時に提出する論文 

(1) 用紙の大きさは、Ａ４版で、横書きとすること。 
(2) 学位論文の表紙には、別図のように論文題目、学位授与年月、所属(専攻名ま

で)、氏名を記載すること。 
(3) 学位論文は仮綴じでも良い。 

 
３．学位論文の提出 

(1) 学位論文は、PDF形式で、学位記の授与前までに提出すること。 
(2) 学位論文を提出する際には、「宮崎大学学術情報リポジトリ登録許諾書」を提出

すること。 
 
４．インターネット上に公開できないやむを得ない事情がある場合は、上記３．(1)～(2)

とあわせて、インターネットを利用した公表が不可能である場合の理由書（宮崎大
学学術情報リポジトリ登録許諾書別紙）と学位論文の要旨を提出すること。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成19年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成22年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成25年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成28年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、令和３年４月１日から実施する。 
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別図 

背表紙  表紙 

 
 

博 
 

士 
 

学 
 

位 
 

論 
 

文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

論 
 

文 
 

題 
 

目 
 

名 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 
 
 
 
 
 

名 

  
 
 

宮  崎  大  学  大  学  院 
 

博 士 学 位 論 文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

論  文  題  目 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 位 授 与 年 月 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科 
 

○ ○ ○ ○  専攻 ※ 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏        名 

※ 論文博士の場合、専攻名は不要です。 
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４－６  ○農学工学総合研究科博士後期課程 学位論文のインターネットによる全文公開について 

平成 25 年 8 月 21 日 

 

農学工学総合研究科博士後期課程 学位論文のインターネットによる全文公開について 

 

                 農学工学総合研究科 運営委員会                                                                          

 

 学位規則の一部改正が平成 25 年 4 月 1 日から施行されたことに伴い、博士論文の全文を

これまでの印刷物としての公表に代えてインターネットの利用により公表を行うこととなり、

本学では学術情報リポジトリにて公開することになりました。そこで、学位論文作成に伴う

著作権上の具体的な注意点について、研究科として以下の方針を取ることにします。 

 

(1) 研究科の学位論文について、学術雑誌に掲載された参考論文をはじめとする関係論文を

まとめた形で作成しているのであれば、その学位論文は別の新しい著作物と見ることが

できるため、執筆者（学生）の承諾が得られればインターネットに公開できる。 

(2) しかし、学位論文に、学位申請に係る参考論文の部分的な転載を行なう場合には、下記

の理由により執筆者が著作権について注意を払う必要がある。 

(3) 学位論文を本学のリポジトリへ登録する際には、当該学術コンテンツの全著作権者（出

版社等）、および全共著者についてもそれらの同意を得ておく必要がある。 

(4) なお、他者の論文を引用する場合については、学術論文を執筆投稿する場合と同様に、

通常の著作権法上の注意を払うこと。 

(5) 以上のことについては、指導教員が教育の一環として学生へ指導する必要がある。 

 

 

上記(2)の理由 

学術雑誌に掲載された参考論文を、どの程度学位論文に利用しているかは、学位論文

の執筆者（学生）によって様々と考えられる。たとえば、章全部をそのまま転載して

いるのか、全部ではないがかなりの部分を引用しているのか、また、表現が同じなの

か、語尾などを変えているのか、それともまとめているのか等、転載、引用、参考の

程度を把握しているのは学位論文の執筆者（学生）本人であるため、出版社・学会等

への著作権に関する対応は、執筆者（学生）が指導教員の指導のもとで行うものとす

る。 
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令和  年  月  日 

宮崎大学学術情報リポジトリ登録許諾書 

 
宮崎大学長 殿 

 

所属                   

 

氏名（自署）                   

 

 私は、当該博士論文を、「宮崎大学学術情報リポジトリ運用指針」が定める利用条件のもとで利用する

ことを許諾し、宮崎大学学術情報リポジトリへ登録します。また、このことについて当該学術コンテン

ツの全著作権者および全共著者に同意を得ています。 

種類  博士論文 

タイトル 

 

著者名 

 

掲載雑誌 

（注 1） 

雑誌タイトル  

巻号  巻   号（    年出版） 

出版社・学会等  

掲載雑誌 

（注 1） 

雑誌タイトル  

巻号      巻   号 （    年出版） 

出版社・学会等  

データ形式（注 2） □Adobe Acrobat等を使って PDF化しています。※必ずチェックしてください。 

即時公表の可否 

（注 3） 

□可  

□不可（別紙理由書も提出してください） 

（注 1）学位論文に転載している論文を記入してください。3編以上ある場合、様式は問いませんので各

論文について上記内容を明記したものを提出してください。 

（注 2）望ましいフォーマットは「PDF/A (ISO-19005)」です。 

（注 3）即時公表とは、学位授与日から一年以内にインターネットを利用して全文を公表することです。 

 

【利用条件】（「宮崎大学学術情報リポジトリ運用指針」を抜粋） 

 附属図書館は以下の方法により、リポジトリに登録された学術コンテンツを恒久的に利用できるよう

にする。 

(1) 学術コンテンツを複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する 

(2) (1)の複製物は、ネットワークを通じて不特定多数に無償で公開（送信）する 

(3) 利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う 

 附属図書館は、リポジトリに登録された学術コンテンツの利用については、以下のことを遵守する。 

(1) 上記に挙げた利用方法以外による利用は行わない 

(2) ネットワークを通じて学術コンテンツを利用する者に対し、著作権法を遵守するよう周知する 

４－７　　○宮崎大学学術情報リポジトリ登録許諾書
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令和  年  月  日 

インターネットを利用した公表が不可能である場合の理由書 

 
宮崎大学長 殿 

 

所属                  

 

氏名（自署）                  

 

私は、宮崎大学学位規程第 16条第 2項の規程に基づき、以下の理由のため博士の学位の授与に係る論

文の全文に代えてその内容を要約したものを公表いたします。 

 

全文を公表できない理由 

 

 

 

公表可能になる日付（指定の期間を経過後に全文の公表が可能となる場合に記入） 

 

 

全文に代える要約（要約の電子データを全文と伴に CD-R等で提出することを推奨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 
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